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平成２２年第１回羅臼町議会定例会（第１号） 

 

平成２２年３月８日（月曜日）午前１０時開議 

 

──────────────────────────────────── 

 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 町長行政報告 

 日程第 ５ 議案第２４号 根室支庁管内町村公平委員会委員の選任につき同意を求め

る 

 日程第 ６ 議案第２５号 「羅臼町非核平和の町」宣言について 

 日程第 ７ 議案第 １号 平成２１年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

 日程第 ８ 議案第 ２号 平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正

予算 

 日程第 ９ 議案第 ３号 平成２１年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算 

 日程第１０ 議案第 ４号 平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会

計補正予算 

 日程第１１ 町長、教育長行政執行方針 

 日程第１２ 議案第 ５号 平成２２年度目梨郡羅臼町一般会計予算 

 日程第１３ 議案第 ６号 平成２２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第１４ 議案第 ７号 平成２２年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計予算 

 日程第１５ 議案第 ８号 平成２２年度目梨郡羅臼町老人保健事業特別会計予算 

 日程第１６ 議案第 ９号 平成２２年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計予

算 

 日程第１７ 議案第１０号 平成２２年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会

計予算 

 日程第１８ 議案第１１号 平成２２年度目梨郡羅臼町水道事業会計予算 

 日程第１９ 議案第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

 日程第２０ 議案第１３号 職員の給与に特例に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

（日程第１２、議案第５号～日程第２０、議案第１３号 

９件一括） 
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──────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

  議 長 １０番 村 山 修 一 君    副議長  ９番 松 原   臣 君 

       １番 湊 屋   稔 君         ２番 田 中   良 君 

       ３番 髙 島 讓 二 君         ４番 小 野 哲 也 君 

       ５番 坂 本 志 郎 君         ６番 鹿 又 政 義 君 

       ７番 佐 藤   晶 君         ８番 山 下   崧 君 

──────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者 

 町     長  脇   紀美夫 君   副 町 長         鈴 木 日出男 君 

 教  育  長         池 田 栄 寿 君   監 査 委 員  中 村 一 也 君 

 教 育 委 員 長         石 川   勝 君   教 育 部 長  嶋   勝 彦 君 

 総務企画財政課長         寺 澤 哲 也 君   総務企画財政課参事         鈴 木 英 樹 君 

 税 務 課 長         野 理 幸 文 君   町民生活課長         対 馬 憲 仁 君 

 保健福祉課長         太 田 洋 二 君   保健担当課長補佐         川 端 達 也 君 

 福祉担当課長補佐         堺   昇 司 君   水産商工観光課長         高 橋 力 也 君 

 建設水道課長         渡 辺 憲 爾 君   建設水道課長補佐         石 岡   章 君 

 社会教育課長         中 田   靖 君   郷土資料室長         涌 坂 周 一 君 

 診療所事務長         工 藤 勝 利 君   事 務 課 長         斉 藤 健 治 君 

 会 計 管 理 者         五十嵐 勝 彦 君 

──────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者 

 議会事務局長         久保田   誠 君   次     長  松 田 伸 哉 君 
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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告         

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） おはようございます。ただいまの出席議員は１０人です。定足数

に達しておりますので、平成２２年第１回羅臼町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 議事日程、予定表及び本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１６条の規定によって、１番湊屋稔君及び

２番田中良君を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期については、議会運営委員会で協議をしていただき、本日３月８日から

３月１１日までの４日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日３月８日から３月１１日までの４日間と決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 羅臼町監査委員から、例月出納検査の結果について報告がありました。資料は、議長の

手元に保管しています。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 
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○議長（村山修一君） 日程第４ 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） おはようございます。 

 本日、平成２２年第１回羅臼町議会定例会を開催いたしましたところ、議員皆様には、

何かと御多用のところ、万障繰り合わせ御出席をいただき、提出議案の審議をいただきま

すことにつきまして、御礼を申し上げる次第でございます。 

 お許しをいただきましたので、ここで行政報告７件をさせていただきます。 

 １件目は、漁船の銃撃事件についてであります。 

 このたびの安全操業における漁船の船長二人の北海道海面漁業調整規則違反で略式起訴

されたことにつきましては、まことに残念であり、関係機関をはじめ、多くの皆様に多大

な御迷惑と御心配をおかけしていることにつきまして、大変申しわけなく存じておりま

す。 

 また、２人の船長を含め、他の安全操業の船長に対し、現在、北海道において詳細調査

中ということでありますので、その推移を見守ってまいりたいと思います。いずれタイミ

ングを見定め、関係要路に対して、安全操業の継続を要請してまいりたいと考えておりま

す。 

 一方、いかなる理由があったにしろ、何ら防御手段のない漁船及び漁船員に対し、銃撃

するという行為は、まことに遺憾であります。 

 いずれにしろ、国が固有の領土と主張しているものの、ロシアに実行支配されている状

況の中で、安全操業協定の特別な枠組みで、多額の財政支出をしながら漁業活動をしなけ

ればならないという現実があります。このことは、結局北方領土問題が半世紀以上にわ

たって解決されていないことに起因するものでありますので、国としてのより強力な外交

を切望するとともに、我々もまた北方領土問題の解決に、より一層力を尽くしていかなけ

ればならないと思っております。 

 ２件目は、国保診療所改築についてであります。 

 国保診療所の改築につきましては、現在１９床の診療所の基本設計の発注をしており、

その内容について、診療所長をはじめ所内での検討、また、庁舎内の診療所建設検討委員

会で検討させているところであります。 

 先般、位置図、ゾーニングイメージ図、さらには平面図をもって、議会の診療所建設特

別委員会に、現在の進捗状況等について説明し、意見をいただいたところであります。 

 今後、町民皆様にも広報等を通じて概要をお示ししながら御意見をいただき、実施設計

発注に生かしていきたいと考えております。 

 なお、実施設計は、平成２２年８月末を工期として進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 なお、本体工事の着工につきましては、諸条件が整い次第、補正予算をお願いしまし
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て、外来診療を継続しながら、１０月以降、現在地に現診療所の一部を取り壊しながら改

築を考えており、平成２３年度中の完成を目指し、諸準備を進めているところでございま

す。 

 ３件目は、診療所内科医師招聘についてであります。 

 今日まで、当面医師２名体制実現のため努力を続けておりますが、全国的な医師不足の

現状は、いまだに解決されず、非常に厳しい状況にあります。こうした状況の中で、以前

町立国保病院に勤務しておりまして、これまでも不定期で診療支援をお願いしておりまた

新得町在住の杉目正尚先生に対して定期的な診療体制、できれば常勤医として勤務いただ

けないか要請を続けておりましたところ、当面本年４月から毎月１週間勤務していただけ

ることになりました。 

 杉目先生は、現在みずから診療所を経営しておりますことから、今年度１年間は、毎月

１週間の勤務ということでありますが、状況が許せば、来年度以降常勤医として勤務して

いただくことも含めて、今後も粘り強く要請を続けてまいりたいと考えております。 

 本年４月以降も、北広島病院、北大第一外科から派遣をいただけることが決定しており

まして、杉目先生の支援も含めますと、本田所長の一人体制の緩和が尐しでも図られるも

のと期待をしているところであります。 

 まだまだ町民の皆様には、御不便、御不安をおかけいたしますが、御理解と御協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 ４件目は、南米チリ大地震津波警報の対応についてであります。 

 去る２月２７日１５時３４分ごろ、南米チリ中部沿岸で、マグニチュード８.８の地震

が発生いたしました。この大地震発生に伴い、日本の広い範囲の沿岸地域に、２月２８日

午前９時３３分に大津波警報、津波警報及び津波注意報が発令になりました。 

 北海道も、同時刻に太平洋沿岸東部、中部に津波警報が発令され、これを受け、当町も

同時刻、防災無線により、全住民への避難勧告を発動致しました。その後、即座に津波対

策本部を設置し、防災無線により、計２１回にわたり避難勧告及び注意勧告の全戸放送並

びに野外放送を行いました。 

 また、並行して、警察、海上保安所、消防、漁業協同組合等の関係機関との連携のも

と、町への変動確認、避難住民の状況把握及び確認等を行い、適時職員による町内巡回を

して、住民の安全確認などの対応を行ったところであります。 

 なお、津波警報は、３月１日午前１時７分に津波注意報に変更になり、同日午前８時４

０分に解除されたところであります。 

 野外の避難状況の把握は不可能でありましたが、各施設に避難した住民の人数は、最大

で１０７名でありました。当町は、幸い大きな津波の襲来、人命等にかかわる被害もな

く、安堵しているところでございます。今後は、これを契機に、さらに防災意識の高揚を

図り、防災対策の組織体制の強化に努めてまいります。 

 ５件目は、植別小中学校及び飛仁帯小学校の閉校についてであります。 
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 植別小中学校及び飛仁帯小学校につきましては、子供たちの未来を見据えたＰＴＡの皆

さんをはじめ、地域の皆様の深い御理解をいただき、植別小中学校は２月６日に、飛仁帯

小学校は２月２８日にそれぞれ閉校式を行い、予定されておりました閉校記念事業をすべ

て終えまして、校旗の返納をいただきました。 

 本年４月１日より、子どもたちは交流学習を行っておりました受け入れ校で学習をする

ことになりますが、一日も早くなれ親しんでいただくよう念願をいたしますとともに、保

護者の皆様には統合先の学校に従前と同様の御支援、御協力をいただきますようお願い申

し上げる次第でございます。 

 ６件目は、羅臼町シルバーいきがいセンターの解散についてであります。 

 去る２月２６日、羅臼町シルバーいきがいセンターの島越会長をはじめ役員が訪れ、平

成２２年３月３１日をもって、羅臼町シルバーいきがいセンターを解散したい旨の申し入

れがありました。 

 解散の理由としては、会員の高齢化と会員数の減尐で、今後受託事業の継続が困難であ

るとの理由でございます。 

 平成８年より１４年間、高齢者の生きがい施策の一翼を担ってきたシルバーいきがいセ

ンターの役割は大きく、継続してセンターの運営について協力要請をいたしましたが、現

段階では難しいと判断をいたし、町としてもまことに残念ではありますが、了承せざるを

得ない状況でございます。 

 なお、今後高齢生きがいセンターアイクルと園芸ハウスの活用につきましては、自発的

な高齢者グループの活動や、高齢者のボランティア活動の拠点として利用していただくた

めに、関係機関等と協議してまいります。 

 ７件目は、３月４日現在における羅臼市場における鮮魚取扱高の状況でございます。お

手元に配付してございますけれども、総体的には、数量では昨年同期と比べまして１０

８.６％でございますが、金額では８５.３％ということでございまして、魚価安というこ

とが続いている状況でございます。今後の漁獲と、無事故での操業を念願するものでござ

います。 

 以上、７件の行政報告をさせていただきました。ありがとうございました。 

○議長（村山修一君） これで行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第２４号 根室支庁管内町村公平委員会委員の選 

任につき同意を求めることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第５ 議案第２４号根室支庁管内町村公平委員会委員の選任

につき同意を求めることについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 
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○町長（脇 紀美夫君） 議案第２４号、６７ページでございます。 

 根室支庁管内町村公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 

 根室支庁管内町村公平委員会委員の委員に次の者を選任したいので、地方公務員法第９

条の２第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、野付郡別海町別海川上町１３９番地の７７。 

 氏名につきましては、葛西祐。 

 生年月日につきましては、平成１７年６月２４日、満６７歳でございます。 

 任期につきましては、平成２２年４月１日から平成２６年３月３１日まででございま

す。 

 葛西氏につきましては、平成１８年４月から公平委員として活躍いただいており、管内

町長間で協議が調い、同氏を再任いたしたく、ここに提案申し上げますので、満堂の御賛

同を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第５ 議案第２４号根室支庁管内町村公平委員会委員の選任につき同

意を求めることについては、同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第２５号 「羅臼町非核平和の町」宣言について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第６ 議案第２５号羅臼町非核平和の町宣言についてを議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 議案第２５号、６８ページをお願いいたします。 

 羅臼町非核平和の町宣言について。 

 羅臼町非核平和の町宣言を別紙のとおり提出する。 

 本件につきましては、平成２１年１２月開催の羅臼町議会第４回定例会において、羅臼

町が非核平和の町を宣言することを求める決議がなされました。それを受けまして、羅臼

町として次のとおり、羅臼町非核平和の町宣言をすることとし、提出いたします。 
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 ６９ページであります。 

 羅臼町非核平和の町宣言。 

 私たち羅臼町民は、美しい自然を誇り、優れた町民性を育んできた羅臼町を住みよい町

に発展させるため、町民と町の理想郷を町民憲章に定めています。この理想は、世界平和

の実現なくしてはありえません。 

 美しい自然を絶やすことなく、郷土の豊かな文化を守り、世界自然遺産の町として、平

和と安全な未来を子どもたちに引き継ぐことは、羅臼町の責任と義務であります。 

 羅臼町は、世界の平和と安全、人類の幸福を願い、世界で唯一の被爆国の国民として、

核兵器廃絶、非核三原則の堅持、恒久平和の実現を願い、明るく住みよい幸せな町民生活

を守る決意を表明し、ここに「非核平和の町」を宣言します。 

 平成２２年３月８日。北海道目梨郡羅臼町。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２５号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第６ 議案第２５号羅臼町非核平和の町宣言については、原案のとお

り可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第１号 平成２１年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第７ 議案第１号平成２１年度目梨郡羅臼町一般会計補正予

算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） ただいま提出されました議案第１号平成２１年度目梨郡羅臼町

一般会計補正予算、またこの後提案予定でございます議案第４号までの平成２１年度目梨

郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算までにつきましては、副町長以下担当

職員に説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 議案第１号平成２１年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 
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 平成２１年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,６２４万１,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３９億１,０２１万円とするものでございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出補正」に定めるものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。１３款国庫支出金６,２３８万７,０００円を追加し、３億１,６５

８万４,０００円。１項国庫負担金１７０万６,０００円を追加し、５,５２７万４,０００

円。２項国庫補助金６,０６８万１,０００円を追加し、２億５,８６２万７,０００円。 

 １４款道支出金７０万５,０００円を追加し、２億４９４万３,０００円。２項道補助金

７０万５,０００円を追加し、１億１,６３５万５,０００円。 

 １６款１項寄附金８９８万３,０００円を追加し、１,５４６万７,０００円。 

 １７款繰入金１項基金繰入金５,５６３万２,０００円を減額し、１億６,５１５万１,０

００円。 

 １９款諸収入２０万２,０００円を減額し、２,３１１万９,０００円。４項雑入２０万

２,０００円を減額し、２,２１１万４,０００円。 

 補正額は、１,６２４万１,０００円でございます。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費７,９５５万６,０００円を追加し、８億８,７９４万６,０００円。１項総務

管理費７,９２２万３,０００円を追加し、８億４,６９１万３,０００円。２項徴税費３３

万３,０００円を追加し、１,３２４万９,０００円。 

 ３款民生費４,３３７万８,０００円を追加し、４億３,７７４万３,０００円。１項社会

福祉費３,９９７万９,０００円を追加し、３億９,２０５万９,０００円。２項児童福祉費

３３９万９,０００円を追加し、４,５５４万円。 

 ４款衛生費５,１７７万１,０００円を減額し、５億４,０５０万円。１項保健衛生費４,

３１７万５,０００円を減額し、２億２,１３２万７,０００円。２項保健師設置費２０２

万円を減額し、６０１万７,０００円。３項清掃費６５７万６,０００円を減額し、３億

１,３１５万６,０００円。 

 ６款１項商工費１２７万１,０００円を減額し、１億４,６７６万９,０００円。 

 ８款教育費１７７万１,０００円を減額し、３億４３２万５,０００円。２項小学校費１

２８万９,０００円を減額し、７,７１２万９,０００円。３項中学校費４１万４,０００円

を減額し、３,８１２万６,０００円。４項幼稚園費６万８,０００円を減額し、２,７８２

万６,０００円。 

 １０款１項職員費２,３６５万３,０００円を減額し、７億７,０６７万円。 
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 １２款１項繰上充用金２,８２２万７,０００円を減額し、１億７,４７７万３,０００

円。 

 補正額の合計は、１,６２４万１,０００円でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算の事項別明細書の説明をさせていただきます。 

 歳入でございます。 

 １３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金１７０万６,０００円の追加で

ございます。子ども手当の支給に伴うシステム経費の負担。あとにつきましては、決算見

込みで減額をしてございます。 

 ２款国庫補助金６,０６８万１０００円、１項総務費国庫補助金６３３８万６,０００円

の追加でございます。これは国の経済対策に伴いまして、地域活性化・きめ細やかな臨時

交付金が交付されることが大きな内容でございまして、あとは決算見込みによる減額でご

ざいます。 

 １４款道支出金２項道補助金２目民生費道補助金３,６３２万５,０００円。１万円の減

額でございます。あわせて、３目の衛生費道補助金７１万５,０００円の追加でございま

す。それぞれ決算見込みによる増減でございます。 

 １６款１項寄附金１目総務費寄附金９５８万３,０００円の追加でございます。今般、

診療所建設に伴いまして、１０件の善意の寄附金がありました。衛生費寄附金６０万円の

減額につきましては、漁協からの寄附金の打ち切りによる減額でございます。 

 １７款繰入金１項基金繰入金１目基金繰入金につきましては、５,５６３万２,０００円

の減額でございます。基金に戻し入れるものでございます。 

 １９款諸収入４項３目雑入２０万２,０００円の減額につきましては、決算見込みに伴

う増減でございます。 

 歳出でございます。８ページをお願いいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費７２２万３,０００円の追加でございます。

これにつきましては、歳入でも申し上げましたとおり、知床まちづくり基金積立金、診療

所の改築に伴う寄附金がございました。積み立てをするものでございます。 

 １１目企画費７,２００万円の追加でございます。これは地域活性化・きめ細やかな臨

時交付金の交付に伴う支出でございまして、主として町民体育館、公民館の改修費用とし

てございます。２項徴税費２目賦課徴収費３３万３,０００円の追加でございます。それ

ぞれ自治体情報システムの負担金あるいは釧路・根室広域地方税の滞納整理機構の負担の

減額に伴うものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 １項社会福祉費１目社会福祉総務費５８万５,０００円の減額でございます。２目社会

福祉費２１６万６,０００の減額でございます。３目老人福祉費２５４万７,０００円の減

額でございます。４目心身障害者特別対策費２９７万４,０００円の減額です。いずれも
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決算見込みによる増減でございます。 

 １２ページをお願いたします。 

 ５目心身障害者医療費２００万円の減額。７目特別会計繰出金５,０２５万１,０００円

の追加。いずれも決算見込みによる増減でございます。２項児童福祉費１目児童措置費３

３９万９,０００円の追加でございます。子ども手当支給に伴うシステム協議会の負担金

でございます。 

 ４款衛生費１項保健衛生費３目環境衛生費３８万円の追加。４目特別会計繰出金４,２

５５万５,０００円の減額。５目乳幼児等医療費１００万円の減額。いずれも決算見込み

による増減でございます。６目は、財源内訳の変更に伴うものでございます。２項保健師

設置費１目保健師設置費２０２万円の減額でございます。決算見込みによるものでござい

ます。３項清掃費１目清掃総務費６５７万６０００円の減額につきましても、決算見込み

による減額でございます。 

 ６款１項商工費５目公園管理費１２７万１,０００円の減額。これも決算見込みによる

ものでございます。 

 ８款教育費２項小学校費１目学校管理費１２８万９,０００円の減額。３項中学校費１

目学校管理費４１万４,０００円の減額。４項幼稚園費１目幼稚園管理費６万８,０００円

の減額。それぞれ決算見込みによるものでございます。 

 １０款１項職員費１目職員給与費２,３６５万３,０００円の減額でございます。決算見

込みによるところでございます。 

 １２款１項１目繰上充用金２,８２２万７,０００円の減額につきましても、決算見込み

によるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第１号一般会計補正予算は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第７ 議案第１号平成２１年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第２号 平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険 

事業特別会計補正予算 



 

― 12 ― 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第８ 議案第２号平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険事

業特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（太田洋二君） 議案書１９ページをお願いいたします。 

 議案第２号平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算でございま

す。 

 平成２１年度目梨郡羅臼町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところ

によるものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１,３０１万２,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億８,０９６万４,０００円とするものでございま

す。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 今回の補正につきましては、年度末を迎え、事業費の見込み並びに交付金等の確定など

により補正するものでございます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 ３款国庫支出金８,８１４万３,０００円を減額し、２億７,８５２万６,０００円。１項

国庫負担金２,４５２万８,０００円を減額し、２億６,８８７万３,０００円。２項国庫補

助金６,３６１万５,０００円を減額し、９６５万３,０００円。 

 ５款１項前期高齢者交付金１,１９３万１,０００円を増額し、７,４４５万６,０００

円。 

 ６款道支出金３９８万６,０００円を減額し、６,０９３万１,０００円。１項道負担金

７３万６,０００円を減額し、９９５万２,０００円。２項道補助金３２５万円を減額し

５,０９７万９,０００円。 

 ７款１項共同事業交付金２,０５３万１,０００円を減額し、１億２,８５４万９,０００

円。 

 ９款繰入金１項他会計繰入金４,８７２万円を増額し、１億９０８万６,０００円。 

 １０款１項繰越金３,８９９万７,０００円を増額し、３,８９９万８,０００円で、歳入

合計は１,３０１万２,０００円を減額し、１１億８,０９６万４,０００円でございます。 

 ２１ページ、歳出でございます。 

 １款総務費３４万５,０００円増額し、１,２２３万３,０００円。１項総務管理費１５
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万３,０００円を増額し、７０４万４,０００円。２項徴税費１９万２,０００円を増額

し、４９４万２,０００円。 

 ２款保健事業費５０万円を減額し３６０万１,０００円。２項特定健康診査等事業費５

０万円減額し、２３２万６,０００円。 

 ３款保険給付費２,１２０万円減額し６億８,３２１万３,０００円。１項療養諸費１,８

６０万円減額し、６億１,０４５万２,０００円。２項高額療養費２６０万円減額し、６,

０６０万１,０００円。 

 ５款１項共同事業拠出金１,７３９万３,０００円減額し、２億７３５万９,０００円。 

 ８款１項後期高齢者支援金等２３４万３,０００円増額し、１億５,９２７万６,０００

円。 

 ９款公債費１項一般公債費５０万円減額し、２５万円。 

 １０款諸支出金１項償還金及び還付加算金３,５０１万３,０００円増額し、３,５３４

万１,０００円。 

 １１款１項職員費２１２万円減額し、１,１８０万７,０００円。 

 １２款１項予備費９００万円減額し、１００万円で、歳出合計は１,３０１万２,０００

円減額し、１１億８,０９６万４,０００円でございます。 

 続きまして、２２ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書で、歳入でございます。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目療養給付費等負担金で２,４３５万１,０００円の減

額は、額の確定によるものでございまして、それぞれ記載のとおりでございます。３目特

定健康診査等負担金で１７万７,０００円の減額につきましては、特定健診にかかる国の

負担分でございまして、歳出補正により減額とするものでございます。２項国庫補助金１

目普通調整交付金で６,３６１万５,０００円の減額です。額の確定によるものでございま

して、内訳につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。 

 ５款１項１目前期高齢者交付金で１,１９３万１,０００円の増額につきましても、交付

額の確定によるものでございます。 

 ６款道支出金１項道負担金１目高額医療共同事業負担金の５５万９,０００円の減額

は、額の確定によるものでございまして、２目特定健康診査等負担金の１７万７,０００

円の減額につきましては、事業費の減尐によるもので、それぞれ道負担分でございます。

２項道補助金１目第１号調整交付金で９３８万３,０００の減額は、療養給付費の減尐等

に伴う交付金の減額で、額の確定によるものでございます。２目第２号調整交付金６１３

万３,０００円の増額は、滞納整理機構への負担金のほか、収納対策事業及び医療費適正

化事業に対し交付されるものでございまして、額の確定によるものでございます。 

 ７款１項１目共同事業交付金で８６万４,０００円の増額。２目保険財政共同安定化事

業交付金で２,１３９万５,０００円の減額は、それぞれの共同事業に対し、連合会からの

交付金でございまして、額の確定によるものでございます。 
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 ９款繰入金１項他会計繰入金、次のページの１目一般会計繰入金で４,８７２万円の増

額でございます。１節保険基盤安定繰入金２１１万８,０００円の増額。２節職員給与費

等繰入金２１１万９,０００円の減額。４節特定健康診査等繰入金１７万７,０００円の減

額は、ルール分による繰入金でありまして、額の確定及び事業の減尐によるものでござい

ます。５節財政安定化支援事業繰入金の４,８８９万８,０００円の追加補正につきまして

は、歳出補正並びにルール分等の歳入補正後の予算額に収入不足が見込まれることから、

法定外繰入金として繰り入れるものでございます。 

 １０款１項１目繰越金で３,８９９万７,０００円の増額は、前年度からの繰越金です。 

 ２６ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で１５万３,０００円の増額です。法改正に

かかる対象者への受給者証郵送料として２万７,０００円の増額。税制改正等システム改

修費で１２万６,０００円の負担金増額でございます。２項徴税費１目賦課徴収費で１９

万２,０００円の増額です。釧路・根室広域地方税滞納整理機構負担金として増額するも

のでございますが、国保負担分が決定いたしましたので、一般会計減額分と同額を増額補

正するものでございます。 

 ２款保健事業費２項１目特定健康診査等事業で５０万円の減額です。特定健康検診デー

タ管理委託料でありまして、不用額が生じる見込みであるため、減額するものでございま

す。 

 ３款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費で１,７７０万円の減額。３

目一般被保険者療養費で９０万円の減額。２８ページで２項高額療養費１目一般被保険者

高額療養費で２６０万円の減額につきましては、いずれも国保加入者が給付を受けたもの

でございますが、決算見込みにより減額するものでございます。 

 ５款１項共同事業拠出金１目高額医療費共同事業医療費拠出金で２３１万４,０００円

の減額。２目保険財政共同安定化事業拠出金で１,５０７万９,０００円の減額につきまし

ては、各保険者の国保財政の安定化を図るために、都道府県単位で行っている共同事業に

対する拠出金でございますが、それぞれ額の確定によるものでございます。 

 ８款１項後期高齢者支援金等１目後期高齢者支援金で２３４万３,０００円の増額で

す。現役世代の国保加入者が、国保税の中から北海道後期高齢者医療広域連合へ支払う支

援金でございまして、額の確定によるものでございます。 

 ９款公債費１項一般公債費１目利子の５０万円の減額は、一時借入金利子に不用額が見

込まれますので、減額するものでございます。 

 ３０ページで、１０款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金で３,５０１万３,

０００円の追加補正でございます。平成２０年度の療養給付費等負担金は、前年度に概算

額を確定し交付されておりましたが、このたび額が決定したことに伴いまして、返還金が

生じたものでございます。 
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 １１款１項職員費１目職員給与費で２１２万円の減額は、人事異動によるものでござい

まして、歳出めどがつきましたので減額するものでございます。 

 １２款１項１目予備費の９００円の減額につきましては、補正後の予算額に歳入不足が

生じる見込みでありますので減額するものでございます。 

 以上でございますが、本補正予算案につきましては、２月２６日に開催されました羅臼

町国民健康保険運営協議会に諮問し、原案のとおり答申されましたことを御報告いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２号国保会計補正予算は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第８ 議案第２号平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会

計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第３号 平成２１年度目梨郡羅臼町介護保険事業 

特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第９ 議案第３号平成２１年度目梨郡羅臼町介護保険事業特

別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 福祉担当課長補佐。 

○福祉担当課長補佐（堺 昇司君） 議案の３３ページをお願いいたします。 

 議案第３号平成２１年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算。 

 平成２１年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる

ものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３,６７３万３,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２,０９６万９,０００円とするものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に定めるものでございます。 

 今回の補正につきましては、年度末を迎え、事業費の見込み並びに交付金等の確定によ
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る補正でございます。 

 ３４ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出補正予算でございます。 

 歳入でございます。 

 １款１項介護保険料２３６万円を追加し、５,４０９万１,０００円。 

 ３款国庫支出金３１８万９,０００円を追加し、６,５０９万６,０００円。１項国庫負

担金２５７万７,０００円を追加し、４,９７０万１,０００円。２項国庫補助金６１万２,

０００円を追加し、１,５３９万５,０００円。 

 ４款１項支払基金交付金３６７万８,０００円を追加し、８,１９１万４,０００円。 

 ５款道支出金１４０万６,０００円を追加し、３,９８３万９,０００円。１項道負担金

１４０万６,０００円を追加し、３,８８８万９,０００円。 

 ７款繰入金１６２万９,０００円を追加し、５,１９７万５,０００円。１項他会計繰入

金１５３万１,０００円を追加し、５,００３万１,０００円。２項基金繰入金９万８,００

０円を追加し、１９４万４,０００円。 

 ８款１項繰越金２,４４７万１,０００円を追加し、２,７４３万７,０００円。 

 歳入合計３,６７３万３,０００円の追加で、３億２,０９６万９,０００円になるもので

ございます。 

 続きまして、３５ページ。 

 歳出でございます。 

 １項総務費２,４４７万１,０００円を追加し、２,７４９万１,０００円。１項総務管理

費２,４４７万１,０００円を追加し、２,５８０万７,０００円。 

 ２款保険給付費１,２２６万２,０００円を追加し、２億６,９９７万７,０００円。１項

介護サービス等諸費で１,０４１万２,０００円を追加し、２億４,４６９万８,０００円。

２項介護予防サービス等諸費８５万円を追加し、１,１０８万７,０００円。４項高額医療

合算介護サービス費１００万円を追加し、１１０万３,０００円。 

 歳出合計３,６７３万３,０００円の追加で、３億２,０９６万９,０００円になるもので

ございます。 

 続きまして、歳入歳出事項別明細書で説明いたしますので、３６ページをお開き願いま

す。 

 歳入でございます。 

 １款１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料２３６万円の増加。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金２５７万７,０００円の増加。２

項国庫補助金１目調整交付金６１万２,０００円の増額。 

 ４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金３６７万８,０００円の増額。 

 ５款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金１４０万６,０００円の増額。 

 これら３款国庫支出金から５款道支出金につきましては、介護給付費の歳出増額に伴う
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ルール分を計上しております。 

 ７款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１５３万１,０００円の増額につきま

しても、保険給付費増額に伴う一般会計からのルール分でございます。２項１目基金繰入

金９万８,０００円につきましては、介護従事者処遇改善特例基金繰入額の確定による増

額補正で、財源調整でございます。 

 ８款１項１目繰越金２,４４７万１,０００円につきましては、歳出の介護給付費準備基

金を平成２０年度決算における繰越金で求めるものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしますので、３８ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で２,４４７万１,０００円の増額補正でござ

います。内容につきましては、平成２０年度の繰越金２,４４７万１,０００円を積立金と

して、介護給付費準備基金積立金に積み立てるものでございます。 

 ２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目介護サービス給付費で１,０４０万円の増

額補正でございます。施設介護サービス給付費で２５０万円の減額となっておりますが、

地域密着型介護サービス給付費で、グループホームの今後３カ月の給付を見込みと、２月

に開所した小規模多機能型居宅介護施設の給付費を見込み、１,２９０万円の予算不足が

見込まれ、差し引き１,０４０万円の増額補正をお願いするものでございます。３目審査

支払手数料で１万２,０００円の増額補正でございます。審査支払手数料については、決

算見込みによる増額補正でございます。２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サービ

ス給付費で８５万円の増額でございます。今後３カ月予算不足が見込まれ、また、小規模

多機能居宅介護施設の開所に伴い、今後２カ月分の給付費を見込み、増額補正をお願いす

るものでございます。４項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介護サービス

費で１００万円。内容につきましては、平成２１年度よりの制度で、高額療養費及び高額

介護サービス費で自己負担限度額を超えた分を支給される制度に加え、さらにその自己負

担分を軽減する目的で、新たに医療にかかった費用と介護にかかった費用を合算して年額

で限度額が設けられ、限度額を超えた分は、申請して認められると後から支給される制度

で、このたび仮算出による支払い額が算出された対象者２４名分の増額補正をお願いする

ものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第３号介護保険会計補正予算は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 
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○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第９ 議案第３号平成２１年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補

正予算は、原案のとおり可決されました。 

 ここで、１１時５分まで休憩します。１１時５分再開します。 

午前１０時５５分 休憩 

────────────── 

午前１１時０５分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第４号 平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険 

診療所事業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１０ 議案第４号平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険

診療所事業特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

○診療所事務長（工藤勝利君） 議案の４１ページお開き願います。 

 議案第４号平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算です。 

 平成２１年度目梨郡羅臼町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算は、次に定める

ところによるものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,１２０万円を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２億７,１０６万１,０００円とするものでございます。 

 ２項で、歳入歳出予算の補正の区分及び補正後の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」によるものでございます。 

 ４２ページお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 １款診療収入１項外来収入で３,４８０万円を減額し、１億２,７８４万５,０００円。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金で４,２５５万５,０００円を減額し、１億３１７万３,０

００円。 

 ５款１項繰越金で２,６１５万５,０００円を増額し、３,６７９万４,０００円。 

 歳入合計５,１２０万円を減額し、２億７,１０６万１,０００円。 

 ４３ページ、歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費で４００万円を減額し、５,９８２万４,０００円。 
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 ２款１項医業費で３７０万円を減額し、９,０５３万１,０００円。 

 ４款１項職員費で４,３５０万円を減額し、１億９３９万５,０００円。 

 歳出合計５,１２０万円を減額し、２億７,１０６万１,０００円でございます。 

 次に、詳細につきまして、事項別明細書で御説明申し上げますので４４ページをお願い

いたします。 

 １款診療収入１項１目外来収入３,４８０万円の減額補正でございます。内容としまし

ては、常勤医師１名による診療収入の減と、総合健診や人間ドックの受け入れが困難に

なったことによる収入減でございます。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金で４,２５５万５,０００円の減額につ

きましては、財源調整によるものでございます。 

 ５款１項１目繰越金２,６１５万５,０００円の増額につきましては、一般会計からの繰

入金を調整するため、前年度繰越金を予算化するものでございます。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で４００万円の減額補正につきましては、経

費の節減及び委託料の入札減による事業費の確定でございます。 

 ２款１項医業費２目医業諸費３７０万円の減額補正につきましては、常勤医師１名での

診療による検査委託件数の減によるものでございます。 

 ４款１項職員費、１目職員給与費４,３５０万円の減額補正につきましては、医師１

名、看護師２名分の減額によるものでございます。 

 なお、この補正予算につきましては、去る２月２６日開催の第１回国保運営協議会に諮

問し、原案のとおり答申をいただいておりますことを申し添えます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４号国保診療所会計補正予算は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１０ 議案第４号平成２１年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事

業特別会計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 町長、教育長行政執行方針 
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──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１１ 町長、教育長行政執行方針の説明を求めます。 

 最初に、町長行政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 平成２２年羅臼町議会第１回定例会の開催に際し、平成２２年

度予算案その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、町政を執行する所信の一端を申し

述べ、議員各位並びに町民の皆様に御協力と御理解をお願い申し上げる次第であります。 

 本年は、私が町政を担当させていただき８年目となり、実質的には、任期の最終年度で

もあります。 

 これまで町民の皆さんに各般にわたり御理解、御協力をいただきまして、大変厳しい行

財政改革を断行してまいりました。結果として、町立国保病院の不良債務６億７,０００

万円の解消計画期間である５年間を大幅に短縮し、２１年度末で解消を成し遂げることが

できる見込みとなりました。 

 一方、行政財政改革を進める中でも、町民の皆様の「いのちと暮らし」を守るため、全

身全霊を傾け取り組みを進めてまいりました。 

 老朽化しております診療所につきましては、改築にもめどが立ち、本年度中に実施設計

が完了次第、補正予算をお願いし、着工してまいりたいと考えています。 

 また、当町においても高齢化社会が急速に進む中、これまで町民の皆様から強く要望の

ありました福祉施設（特別養護老人ホーム）の設置について、国の経済対策交付金制度の

適用を受け、民間の協力を得ながら民設民営による実施ができないか、取り組んできたと

ころであります。現在、協力いただける事業者も出てまいりましたことから、今後公募し

た中で決定をしてまいりたいと考えております。 

 さらに町民の皆様の安心・安全、そして健全な診療所経営を行っていくためにも、引き

続き医師招聘に最大限努力してまいります。 

 低迷を続ける経済状況、政権交代など、地方自治を取り巻く環境は厳しさを増しながら

大きく変動しております。安定した行政財政運営のためには、今まで以上に自治体の知恵

と汗が求められるものと考えています。 

 町民の皆様の「いのちと暮らし」を守るため、「公平・公明・公正」をモットーに、勇

気を持って決断し、実践する姿勢を貫き、引き続き行政課題の解決に全力を尽くしてまい

りますので、特段の御理解とより一層の御協力をお願い申し上げます。 

 まちづくりの基本姿勢について申し述べます。 

 昨年は、医療の再生、産業の活性化、財政の健全化といった数々の課題に取り組んでま

いりましたが、その中で地域を愛し、みずから積極的に課題解決に向け行動する町民の姿

を数多く目にしてまいりました。これこそが、当町のまちづくりの基本方針であります協

働のまちづくりを実践した姿であると実感しているところであります。 

 その熱意、行動力には、頭が下がる思いであり、町政のかじ取りを預かる者といたしま
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しては、町民の皆様のためのまちづくりに向けて、取り組みをさらに進めていかなければ

ならないと気を引き締めているところでございます。 

 一方、国に目を転じますと、政権の交代、低迷を続ける経済、地域主権の実現に向けた

動き、また、北海道においては支庁制度改革の実施など、市町村を取り巻く状況は大きく

変貌しており、このような流れの中では、今まで以上に自立した個性あるまちづくりが強

く求められていると実感しております。 

 こうした中、ことしは羅臼町１１０年、町政施行５０年、知床旅情誕生５０周年、知床

横断道路開通３０周年、知床世界自然遺産登録５周年など、当町にとりまして多くの節目

を迎えた記念すべき年であります。魚の城下町として発展してきた当町ですが、多くの先

人たちが未開の大自然に挑み続けてきた歴史、厳しい気象条件がもたらす自然災害との戦

いの歴史の上に今の発展があります。この先人たちの苦難に思いをいたしながら、未来の

世代にふるさと羅臼を引き継いでいくためにも、この記念すべき年を町民の皆様とともに

お祝いしたいと考えております。 

 知床開きに合わせて、町民みんなで祝う記念式典の実施、知床・羅臼町を全国に広めて

いただいた森繁久彌さんを偲ぶ会や展示会の実施など、町民の皆様と一緒につくり上げて

いく協働のまちづくりにふさわしいさまざまな記念事業を行ってまいります。 

 また、平成２０年度から実施しております医療再生と産業活性化の二つのプロジェクト

につきましても、継続して推進してまいります。 

 医療再生につきましては、当町の医療ビジョン実現に向け、診療所の改築と医療スタッ

フの安定的な確保など、積極的に進めてまいります。 

 産業活性化につきましても、町民、企業、団体の皆様と連携して、資源を有効に利用し

た地域の新たな魅力の創造に向け、引き続き推進してまいります。 

 さて、町民の皆様に行政サービスの低下や負担増をお願いしながら、財政の健全化に向

け、さまざまな行財政改革を断行してまいりましたが、結果、長いトンネルを抜けるとこ

ろまでたどり着くことができました。しかしながら、安心することなく、足腰の強い自立

したまちづくりのため、子どもたちに夢を、お年寄りに安らぎを与えることのできるまち

づくりを進めてまいります。 

 まちづくりの目標について申し述べます。 

 一つ目に、いのちを守る「医療と福祉」の充実を目指します。 

 医療を取り巻く環境が大きく変化し、小規模自治体における医療確保が大変厳しい状況

の中、当町が目指す医療の方向性を地域医療に置き、医療を中心に保健・福祉との連携に

よる地域包括ケアの推進体制を図ることを目的に、昨年、羅臼町地域包括ケア支援セン

ターを設置いたしました。これまで、診療所を中心として医療と行政との連携のもと、協

働した予防活動の展開、在宅支援の充実、新たなサービスの構築などを実践してきたとこ

ろでありますが、今後におきましても各介護事業所や関係機関、関係団体と連携し、支援

体制の強化を図りながら、できることから実施してまいります。 
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 保健・予防対策といたしましては、新たな検診機会の拡充として、重篤な後遺症を残す

おそれのある脳神経領域の疾患を早期に発見し予防するための脳検診を実施してまいりま

す。 

 また、例年行っております各種検診事業では、できる限り受診しやすい体制づくりと、

検診時における個人負担の軽減を行い、受診率の向上に努めてまいります。 

 妊婦・乳幼児の保健指導・健康相談をはじめ、子育て支援などにつきましては、各専門

機関の指導を仰ぎながら、保健活動の充実を図ってまいります。 

 地域活動支援センターの運営につきましては、指導員１名の増員を行い、高齢者支援と

あわせて、羅臼町社会福祉協議会の協力をいただきながら福祉事業を推進してまいりま

す。 

 また、医療保険制度の絶え間ない改正、医療費の適正を図る施策が次々と実施されるな

ど、医療保険における国民負担が年々増加しており、本年度は国民健康保険税の町民負担

が急激に増加することが予想されることから、軽減対策を講じてまいります。 

 二つ目に、たくましい「地域産業」の発展を目指します。 

 昨年の基幹産業である漁業の状況につきましては、鮮魚、製品をあわせて約１２８億円

となりました。今年度も引き続き沿岸資源の継続的な保全を図りながら、資源の維持・増

大を推進するため、羅臼漁業協同組合及び各関係機関が行っている調査・研究を積極的に

支援してまいります。 

 羅臼漁港の水産基盤整備につきましては、昨年度は主に海洋深層水送水管の整備を行っ

たところですが、本年度は衛生管理対策として屋根つき岸壁の補修及び深層水送水施設な

どの整備を行い、着実に衛生管理型漁港づくりを目指し、漁港から消費者へ安心・安全な

魚介類を提供できるまちづくりを進めてまいります。 

 また、低気圧による高潮災害の復旧や海岸保全を図るため、道州制海岸高潮対策事業が

町内４カ所（モセカル地区・共栄町地区・礼文町南地区・知昭町地区）で平成２０年度か

ら５カ年で約４０億円の事業費が見込まれ、本年度も引き続き整備する運びとなっており

ます。 

 北方四島周辺水域における安全操業につきましては、本年１月末に発生した銃撃事件

は、理由のいかんにかかわらず、まことに遺憾であります。 

 なお、今後は操業の安全確保に努め、引き続き安全操業協定の継続について要請してま

いります。 

 観光につきましては、地域振興・環境保護にもつながることを理念として、本年度は知

床旅情誕生５０周年、世界自然遺産５周年など記念する年でもあり、これを契機に、当町

のすぐれた自然と共生した水産業、それ自体を観光資源として売り出す体験型観光やエコ

ツーリズムなど、地域独自の観光を知床羅臼町観光協会などと連携して実施してまいりま

す。 

 また、さらなる観光振興の対策として、昨年設置されました知床観光圏協議会の事業を
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積極的に支援してまいります。 

 産業の活性化につきましては、引き続き産業活性化プロジェクトの取り組みを推進し、

地域産業の活性化と地域の活力の再生を目指してまいります。 

 幌萌町にあります自然とみどりの村は、海洋深層水を利用した足湯の設置、物産販売な

どのイベントの開催、体験農園の無料開放などを実施し、施設の有効利用をさらに進めて

まいります。このことにより、町民の憩いの場の創出、交流人口、町内消費の拡大を図

り、関連産業の活性化を進めてまいります。 

 さらに、昨年から実施しております地域資源を活用した健康づくり事業につきまして

は、健康づくりマップの作成などによる町民周知の展開、健康づくりに着目した観光メ

ニューの検討を進めながら実施してまいります。 

 あわせて、町内で事業展開している産業活性化に向けた自発的な取り組みに対して、人

的な支援や情報の提供など、さまざまな支援を積極的に行ってまいります。 

 農業につきましては、昨年、新規酪農家が就農し、積極的に営農活動をされており、今

後も新規就農者が継続して円滑な酪農・畜産経営が行えるよう、農業協同組合や集落地域

などを通じて必要な支援を行ってまいります。 

 三つ目に、さわやかな「生活環境」の推進を目指します。 

 知床が世界自然遺産地域に登録され、本年７月で５周年を迎えます。この間、知床世界

自然遺産の使命であります「知床の豊かな恵みと美しさを全人類のために後世に伝える」

ことの実現のため、自然環境の保全や適正利用について、町民の皆様を初め、関係機関や

関係団体の方々と活発的な論議をしてまいりました。 

 特に、知床世界自然遺産科学委員会のもと、河川工作物ワーキンググループでは、遺産

地域内の河川工作物の改良の有無が検討され、当町ではチエンベツ川、サシルイ川、羅臼

川の河川工作物の改良が必要となりました。 

 サシルイ川は、平成１９年度までに完了し、チエンベツ川は今年度完成、また、羅臼川

は平成２３年度までに完成予定であります。 

 現在は、ワーキンググループからアドバイザー会議に移行し、改良後の河川におけるサ

ケ科魚類の遡上状況等のモニタリング調査を実施したところ、改良前に比べ、サケ科魚類

の遡上が容易となっており、改良の効果が見られております。 

 エゾシカワーキンググループでは、知床岬先端部でのエゾシカによる植生破壊が著しい

ことから、３カ年で半減することを目標として、環境省により密度操作実験を実施中であ

ります。 

 さらに北海道においては、被害拡大を抑止するため、平成２２年度に計画的な駆除体制

の構築に向けた検討を開始し、平成２３年度から全道各地で施策を展開する方針となって

おりますので、当町におきましても、その方針に沿って事業展開を検討してまいります。 

 廃棄物の処理につきましては、根室北部広域ごみ処理施設が本格稼働し、順調に推移し

てきているところでありますが、引き続き、ごみの減量化と資源リサイクルを進め、処理
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経費の削減に努めてまいります。 

 合併処理浄化槽は、現在５９.８％の普及率となっており、快適な生活環境ときれいな

川と海の実現のため、今後、なお一層の普及に努めてまいります。 

 平成２０年２月に管内１市４町の首長で、「ねむろ自然の番人宣言」を宣言いたしまし

たが、不法投棄やごみのぽい捨てが後を絶たない現状でありますので、宣言の趣旨に賛同

する団体の拡大とともに、今まで以上に広報活動などを強化してまいります。 

 なお、自然環境の保全や、さわやかな生活環境の実現に向け、その目標とすべき環境基

本計画の策定に努めてまいります。 

 四つ目に、うるおいのある「教育文化」の創造を目指します。 

 教育は今、子どもたちの輝かしい将来に向けて新たな価値観を求め、大きな転換期に

入っております。これまで、子どもたちがより広い視点から切磋琢磨できる教育環境づく

りを願い、保護者や地域の皆様の深い御理解のもと、学校適正化配置計画を推進してまい

りました。 

 本年度は、植別小中学校は春松小学校と春松中学校に、飛仁帯小学校は羅臼小学校にそ

れぞれ統合し、同年齢の児童生徒が切磋琢磨できる尐子化時代の新たな教育環境を整備す

ることができました。 

 また、統合後の学校施設などにつきましては、地域の皆様からの要望を十分に勘案しな

がら、有効な活用方法を検討してまいります。 

 未来を支える子供たちの成長のため、基礎学力の向上はもとより、教育施設の整備は、

早急に解決しなければならない課題であります。老朽化している中学校の改築につきまし

ては、生徒数の推移や社会情勢の変化を十分に勘案し、広く関係者の皆様の御意見を伺い

ながら、教育委員会と連携し、整備計画の策定準備を進めてまいります。 

 社会教育施設に関しましては、現下の財政状況を考えますと、新たな施設整備は困難な

状況にありますが、国の緊急経済対策において創設された地域活性化・きめ細やかな臨時

交付金をもって、公民館、町民体育館を補修し、利用しやすい施設機能の維持に努めてま

いります。 

 今後も、多様化する教育環境をしっかりと見据えながら、生涯学習の視点に立って、ふ

るさと羅臼の未来に誇りが持てる充実した教育を推進してまいります。 

 五つ目に、知恵と汗で「財政健全化」の実現を目指します。 

 当町は、現下の厳しい財政状況にあって、平成２０年度決算から適用となった地方自治

体財政健全化法に基づき、財政の健全化を図るべく、病院事業会計の不良債務約６億７,

０００万円を平成２０年度から一般会計で返済する計画を立て、実施してまいりました。 

 こうした中、町民の皆様の御理解と御協力をいただきながら進めてまいりました行財政

改革により、計画を大幅に短縮し、平成２０年度、２１年度の２カ年で不良債務を解消す

ることができる見込みとなりました。しかしながら低迷を続ける経済、尐子高齢化の進

行、町民ニーズの多様化など、当町を取り巻く環境は、ますます厳しさを増しておりま
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す。 

 さらに昨年、民主党政権が誕生し、地域主権の確立に向けた改革が着手され、今後、自

己決定の領域が広がり、地方自治体が、みずからの責任において地域を経営するという視

点が、より一層強く求められていくものと考えられます。 

 こうしたことから、国や北海道の動きをしっかりと見きわめながら、引き続き「選択と

集中」の観点で行財政運営に取り組み、この難局を乗り切るため、厳しい財政事情ではあ

りますが、積極的に財政調整基金・減債基金等への積み立てを行い、持続可能な財政基盤

の確立に向け、全力を尽くしてまいります。 

 また、健全な行政財政運営の維持のためにも、町税など歳入の確保に向けた取り組みを

積極的に進める必要があります。 

 町税などの未納対策としまして、釧路・根室広域地方税滞納整理機構も設立３年を経過

し、着実にその成果ががあらわれております。今後も機構との連携をより強固なものと

し、「公平・公明・公正」の観点から、悪質な滞納者に対しては、差押えなどの法的手段

による徴収など、収納率の向上のつなげ、財源確保に努めてまいります。 

 当面する行政課題について申し述べます。 

 国保診療所の運営と改築についてであります。 

 診療所の運営につきましては、平成２０年４月１日より、病院から診療所に転換し、間

もなく２年が経過しようとしております。 

 全国的な医師不足は、いまだ解消させれず、道内においても同様の状況であり、医療を

取り巻く環境は、依然として厳しい現況にあります。 

 こうした状況の中、当町の常勤医師３名体制の実現について、現段階では招聘に至って

おりませんが、昨年９月以降、短期の医師派遣をいただいております北広島病院からは、

平成２２年度も引き続き派遣していただけることが決まったところであります。 

 また、北大第一外科につきましても、これまで同様、出張医師の短期派遣継続が決定し

たところであり、短期の医師招聘によって、医師の２名体制に近い診療になるものの、本

田所長の１人体制の長期化で疲弊を招かないよう、今後も当町の地域医療を担う常勤医師

の招聘に向け、懸命に努力をしてまいります。 

 また、平成２０年度に策定しました地域医療ビジョンの実現のため、医療・保健・福祉

の連携を図り、地域包括ケアの推進のため、実現可能なものから取り組んできたところで

あります。特に医療分野では、訪問診療の充実をしてまいります。さらに老朽化が進む現

診療所の改築につきましては、実施設計の完成など、準備が整い次第、平成２３年度中の

完成を目指したいと考えております。 

 以上、平成２２年度の行政を執行するに当たっての所信の一端と、当面する行政課題な

どについて申し述べてまいりました。 

 今、政権の交代に伴い、地方自治を取り巻く環境が大きく変化しようとしております。

こうした時代にあっても、町民の皆様のためのまちづくりに向け、変化に惑わされること
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なく、一歩一歩着実に前進を続ける安定した行政財政運営が求められるものであります。 

 診療所の改築、福祉施設の設置など、町民の皆様の悲願の実現に向け、皆様のお力をお

借りしながらではありますが、着実に前進を続けてまいります。 

 また、ごっこ市の開催、地域の資源を活用した製品の開発など、町民の皆様が主体と

なって自主的にまちづくりに参画する「協働のまちづくり」に向けても、着実に前進を続

けてまいります。 

 先人たちがこの羅臼の地に立ち、知床の大自然とともに歩み始めて１１０年が経過しよ

うとしています。先人たちが知恵と汗で幾多の試練を乗り越え、未来に向けて一歩一歩前

進してきました。その苦難の上に、今日の当町の繁栄があります。その歩みをとめること

なく、町民皆様の命と暮らしを守るため、また、輝かしい未来に向け、この「魚の城下町

らうす」をしっかりと引き継いでいくためにも、町民の皆様とともに前進を続けてまいり

ます。 

 継続は力なりと言われますが、町政の運営も年度が変わって、その方向や方針が大きく

変わるものではありません。したがいまして、市町村合併を断念した後、自立のまちづく

り、そして財政破綻の回避という変化の中で、今日までしっかりと足元を見詰めながら町

政を運営してまいりました。 

 本年度も、このような経過を踏まえながら、着実に町政を推進してまいります。 

 議員各位、町民の皆様、関係機関・諸団体の皆様、そして羅臼町を応援してくださる全

国の皆様の特段の御理解と御協力・御支援を心からお願い申し上げ、行政執行方針といた

します。 

 ありがとうございました。 

○議長（村山修一君） 町長行政執行方針の説明が終わりました。 

 ここで、昼食のため、午後１時まで休憩します。 

午前１１時４０分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

 午前中に引き続き、会議を開きます。 

 次に、教育長行政執行方針の説明を求めます。 

 教育長。 

○教育長（池田栄寿君） 平成２２年羅臼町議会第１回定例会の開催に当たり、教育行政

に関する主要な執行方針について申し上げ、議会議員並びに町民の皆様の御理解と御協力

をお願い申し上げます。 

 我が国は今、国際経済の複雑多岐な要因が絡み合う大きな渦中で、深刻な経済的影響を

受け、不況が長引き、雇用問題をはじめ、生活に直接関連する課題の増大や、地域活力の

低下などが顕著となり、さまざまな対策が講じられています。 
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 教育におきましては、「生きる力」の理念は変わらないものの、教員免許更新制度や全

国学力・学習状況調査、英語教育改革総合プラン、理科支援員等配置事業など、各種制度

の大きな見直しが行われており、依然として未来を託す子どもたちの教育を取り巻く環境

が変動をしています。 

 教育委員会は、子どもたち一人ひとりの明るい未来を展望し、より一層たくましく生き

る力と確かな学力の向上に向けた新たな時代の要請に応えるため、ＰＴＡや町内会の皆様

など、関係者の深い御理解と御協力をいただき、多様な学習体験や豊かな人間関係の構築

など、より望ましい教育環境の整備に取り組んでまいります。 

 また、生活環境や生活意識が複雑に変化している動きを踏まえながら、「人づくりはま

ちづくり」の生涯学習の視点に立ち、町民一人ひとりが心豊かに生き生きと学び続けるこ

とができる環境づくりを通して、みずからを高める主体的な学習の充実と、心豊かでたく

ましい人材の育成を図るため、ふるさと羅臼の自然や歴史、文化、スポーツなど、地域の

特性を生かした活動を推進してまいります。 

 ２、羅臼町教育の推進について申し上げます。 

 教育委員会は、子どもたちが学ぶ意欲を高め、確かな学力の向上を図るとともに、児童

生徒一人ひとりの「困り感」に寄り添うきめの細かな教育の実現を目指します。 

 また、地域や保護者の深い理解のもと、羅臼町小中学校適正配置計画に基づき、平成２

２年度より植別小中学校を春松小学校と春松中学校に、飛仁帯小学校を羅臼小学校にそれ

ぞれ統合し、教育環境の整備を行います。 

 統廃合により、子どもたちを取り巻く環境が変化することへの慎重な配慮をしながら、

「たくましく生きる力」をはぐくむため、「確かな学力」や「豊かな心」、「健やかな

体」の発達と創造性に富んだ教育活動を促してまいります。 

 また、「基礎学力の定着」と世界自然遺産知床の多様な生態を学ぶ「自然環境教育」の

推進を基本としながら、ふるさと羅臼の特性を生かした学習体系を一層充実させ、調和の

とれた人間形成を目指してまいります。 

 社会教育におきましては、羅臼町第５次社会教育中期計画の重点施策である「ふるさと

学習の推進」を柱に、青尐年一人ひとりが自己実現を目指す手だてとして、地域社会の中

で自然との触れ合いや仲間との生活体験、社会体験などを通じて、豊かな人間性をはぐく

むことが求められています。関係機関や各種団体などとの連携を図り、それぞれが持つ教

育機能の相互連携の中で、主体的に行動できる資質や能力を身につけ、社会の変化に柔軟

に対応できる人材の育成を目指してまいります。 

 ３、主要施策の推進について申し上げます。 

 （１）学校教育の推進。 

 学校教育につきましては、全国学力・学習状況調査が悉皆調査から抽出調査へと変更に

なりましたが、北海道教育委員会とも協議をしながら、継続的な学習状況などの把握や改

善に活用するため、抽出対象校以外の各校におきましても、希望参加をしてまいりますほ
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か、全校一斉に学習到達度テストを実施いたします。 

 また、家庭での学習習慣や生活習慣に課題が見受けられますので、ＰＴＡ活動や地域活

動と連携し、よりよい生活習慣を形成する活動を支援するとともに、学校における学習指

導方法や指導形態の工夫により、子どもたちの学習意欲を高める取り組みを推進してまい

ります。 

 ここで、学校教育の推進について、７点申し上げます。 

 １点目は、「信頼される幼稚園・学校教育の推進」についてであります。 

 幼稚園や学校は、充実した幼稚園教育、学校教育を推進するために、経営計画や教育課

程策定し、重点的な目標を明確に示しながら、教育活動を積極的に推進していく責務があ

ります。 

 幼稚園はよりよい環境を整え、心身ともにたくましく、健康で人間性豊かな子どもの育

成に努めることが求められています。保護者や地域の理解と協力を得ながら、幼児期の体

験の広がりを通じて生きる力の基礎を学び、将来のよき社会人としての素地を養い、豊か

な感性や自立心の育成を目指してまいります。 

 また、自発的な遊びを尊重した幼稚園と小学校の異校種間における多様な交流体験や自

然体験活動を行い、幼児期における心身ともに調和のとれた発達を助長してまいります。 

 幼稚園教育の成果が小学校教育へより円滑に接続するため、教員同士の日常的な交流活

動も含めて、互恵性のある幼尐連携を計画的に推進してまいります。 

 平成２３年度は春松幼稚園を会場に、北海道国公立幼稚園教育研究会根室大会が予定さ

れておりますので、本年度のプレ研究大会が充実した研修の場となるよう支援してまいり

ます。 

 小学校・中学校は、児童生徒が生き生きと活気に満ちあふれ、はつらつと切磋琢磨する

場であります。何よりも教職員一人ひとりの確かな指導力が求められるところであります

ので、学校全体での取り組みを期待するところであります。 

 教育委員会は、校長会や教頭会との定例会議を通じながら、教育行政の動向を積極的に

提供し、活力ある学校づくりの支援に努めてまいります。 

 また、学校の教育課程に基づく日々の活動状況などは、保護者や地域に対して十分な説

明責任を果たすために、教職員による評価、保護者のアンケート調査、さらには学校評議

員制度による一体的な取り組みを進めておりますが、よりわかりやすい内容の精査に努め

てまいります。 

 さらに、北海道教育大学などとの協定による第三者評価委員会の活用もあわせて推進

し、学校が地域に信頼され、ともに子どもの成長と発達を担う関係づくりを積極的に推進

してまいります。 

 昨年度、発展的な組織改革を行った羅臼町教育研究会は、今日的な重要課題である実践

的な指導力の向上を図る授業を中心とした研修の充実や、地域の特色ある教育活動を目指

して、羅臼地区と春松地区の幼稚園、小学校、中学校の交流活動を通して、教職員の実践
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的な指導力の向上を目指しておりますので、これらの活動を支援してまいります。 

 ２点目は、「確かな学力を育む学習指導」についてであります。 

 学力の向上につきましては、引き続き基礎的・基本的な知識、技能を確実に習得し、活

用させる力をはぐくむ指導を充実させる必要があります。 

 課題の解決に当たっては、ティーム・ティーチングや指導方法の工夫改善など、児童生

徒が関心や意欲を持って学ぶ姿勢を高め、確かな学力向上を図っていく方策を確立しなけ

ればなりません。 

 特に、本年度より小学校、中学校がそれぞれ２校体制の中で義務教育が進められること

になりますので、学校間の連携授業や指導体制の試行など、同学年の積極的な交流を通じ

て適度な競争力を刺激したり、教員研修にもつなげてまいりたいと考えております。 

 また、教員は児童生徒の人間形成に大きな影響を及ぼしますことから、授業力向上を目

指して、校内研修を公開する実践活動を引き続き支援してまいります。 

 さらに、新しい教育課題に適切に対応し、これからの学校教育を推進するためには、よ

り専門的な指導力の向上を図ることが重要でありますので、各種研修を充実させるととも

に、「幼稚園と小学校の連携」、「小学校と中学校の連携」を推進してまいります。 

 学校生活における児童生徒個々の意欲や満足感、学級集団の状態などを把握し、学級経

営の資料として活用するため、「学級診断調査」を全校で実施してまいります。 

 児童生徒の学習に対する関心や意欲を継続的に持続させるために、「羅臼町確かな学び

推進プラン」を具体的に示し、学習に係る各種検定試験の補助をはじめ、次代を担う子ど

もたちがふるさと羅臼に誇りを持ち、力強く未来を拓く人間として成長するよう、家庭や

地域とともに実効性のある取り組みを推進してまいります。 

 小学校の国際理解教育につきましては、「小学校における英語活動等国際理解活動推進

事業」など、これまで羅臼小学校が文部科学省の委託事業として取り組んできた研究成果

を各校で積極的に活用してまいります。 

 また、中学校の英語教員による授業を効果的に取り入れ、英語学習の充実とコミュニ

ケーション能力の育成を目指し、中学校への英語学習に接続できるよう努めてまいりま

す。 

 ３点目は、「豊かな心や健やかな体を育む教育」についてであります。 

 道徳や特別活動の時間を活用し、命の大切さや人権を尊重する姿勢、感動する心をはぐ

くむとともに、学校における教育相談機能の充実を図ってまいります。 

 学校・家庭・地域と連携し、読書活動がもたらす言葉の学びや感性を磨き、今求められ

ているコミュニケーション能力や想像力を効果的に高める方策として、公民館図書室と学

校図書室との連携を一層強化し、学校における多様な学習活動の一環である読書活動を通

じて、豊かな心をはぐくんでまいります。 

 また、子どもたちを取り巻く多くの生活環境の変化によって、生涯を通じて健やかで心

身ともに健康な生活を送るための基礎が揺らいでいます。 
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 全国体力・運動能力の調査の結果、本町の小中学生は男女とも身長の割合から見て体重

が全国平均を上回り、運動能力につきましは、肥満にかかわる部分が平均を下回る結果と

なっています。このため、肥満の解消や基礎体力を培う観点から、「走ること」、「飛ぶ

こと」、「投げること」などの運動に親しむ体育授業の自発的な部活動、尐年団活動、さ

らには食育を通じた栄養指導などの支援に意を用いてまいります。 

 また、交通事故や事件、災害など、児童生徒の安全確保につきましては、引き続き教職

員の意識の高揚をはじめ、実践的な危機管理を徹底してまいります。 

 不登校や問題行動などにつきましても、家庭や地域と連携した生徒指導の充実を図って

まいります。 

 次に、学校給食につきましては、児童生徒の発達段階を考慮しながら、安心・安全な食

材で調理された献立を提供してまいります。本年度も子どもたちのために、羅臼漁業協同

組合や各部会、羅臼町水産加工振興協会などの御協力をいただき、無償で地場産品を食材

として活用させていただくことになっております。関係者の皆様に厚くお礼を申し上げま

すとともに、食べものを大切にする心や感謝の心、さらに地域産業の理解教育などに積極

的に活かしてまいります。 

 なお、学校給食費につきましては、給食センターで対応困難な子どもたちのアレルギー

対策として、弁当を持参できるよう配慮することや、未納予防などを兹ねまして、保護者

の皆様の御理解をいただきましたので、本年度より後納制度から前納制度へと変更いたし

ますが、制度が定着するまでは、子どもたちの不利益とならないよう、弾力的な運用をし

てまいります。 

 ４点目は、「特別支援教育の推進」についてであります。 

 現在、特別支援学級に在籍している児童生徒は、逐次制度の充実が図られ、各校におい

て対応しているところでありますが、普通学級における軽度な学習障害や注意欠陥・多動

性障害、高機能自閉症など、学習面や生活面、人間関係やコミュニケーションなどにつま

ずきのある児童生徒に対する支援を行うため、羅臼小学校と春松小学校に「特別支援教育

支援員」を配置してまいります。 

 また、教育委員会では、全校の特別支援教育コーディネーター研修会や全教職員への講

演会を開催し、特別支援教育に対する意識を高めてまいります。 

 さらに、子どもの成長、発達段階に応じて支援体制の整備も重要な課題でありますの

で、情報を共有する関係機関や関係団体との連携のあり方を整理し、ネットワーク化やシ

ステム化の構築に向けた検討を行い、よりよい成長を支えてまいります。 

 ５点目は、「中高一貫教育の推進」についてであります。 

 羅臼町の中高一貫教育は、中等教育の多様化に対応した教育の推進を目指して進めら

れ、３カ年が経過しました。「総合学習部会」では、自然環境専門指導員による高等学校

や各中学校との積極的なティーム・ティーチングや知床財団、羅臼ビジターセンターな

ど、関係機関との連携により、郷土の自然に関心を持ち、持続可能な利用により、将来に
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わたって自然環境との共生ができる人材の育成を目指して「知床学」の学習を進めてきた

結果、第１回知床学士認定試験に４７名の中高生が挑戦し、ふるさとへの興味や関心が深

まっていることが示されました。 

 中学校においては、総合的な学習の時間の中に、自然環境学習を明確に位置づけた教育

課程を編成し、内容の充実、発展を図ってまいります。 

 また、「キャリア教育」を通じて人生観や職業観を身につけられるよう努めており、今

後各学校間の連携を今以上に緊密化させていくことが課題となっておりますので、羅臼町

商工会や関係団体の協力をいただきながら、実効性のある充実した取り組みとなるよう支

援してまいります。 

 「特別活動部会」にあっては、知床開きにおける「豊漁の舞」や「部活動の連携」、

「町内清掃ボランティア」などを計画し、実施しております。いずれの活動においても、

高校生のリーダーシップが十分に発揮されており、目指すべき成果を着実に積み上げてま

いりました。 

 「教科部会」は、学力と学習意欲の向上を目指して活動し、公開授業や教員交流、情報

交換などが活発に展開されてきました。着実に進んでいる教科がある半面、「シラバスの

活用による効果的な教育課程の接続」や「乗り入れ授業」、「ティーム・ティーチン

グ」、「教材の共同研究」など、まだ十分な活動が展開されていない面もあります。 

 基礎学力を定着させ、生徒一人ひとりが充実した授業を受け、それぞれの自己実現を可

能にし、希望を持って学校生活が送れるよう、「教科の連携」をはじめ、「生徒指導」や

教員の研修など、中・高相互の結びつきを深める活動や、大学との事業連携を進めるな

ど、一層の充実を目指してまいります。 

 ６点目は、「自然環境教育の推進」についてであります。 

 知床は世界自然遺産に登録され５周年を迎え、自然環境を良好な状態で保ちながら、将

来に向かって人間生活との共存を図っていくことの意義は、ますます大きなものになって

おります。そのためには、あらゆる機会をとらえて、住民の意識の高揚を図る働きかけが

重要でありますが、とりわけ子どもたちに、ふるさとの自然に対する「知識欲と学びへの

向上心」、「自然を敬愛する心」、自然の中で「安全に楽しく行動する技術」を身につけ

るための「自然環境教育」の重要性は増すばかりであります。 

 自然環境教育は幼児期に始まり、小・中・高、さらに社会人に至るまで、一貫した方針

で進められて、大きな成果を得られるものであります。中高一貫教育の「総合的な学習」

において、「クマ学習」や「生態系学習」の体系的な学習が進められており、幼稚園や小

学校においても、これに呼応して積極的に「自然環境学習」を取り入れるようになってき

ておりますので、今後これらの動きを一層加速させ、「羅臼町の自然環境教育」として、

大きく体系化していくことが重要でありますので、幼稚園から高校生までの接続カリキュ

ラムの作成を目指してまいります。 

 ７点目は、「学校適正配置計画の推進」についてであります。 
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 新しい学力観に立ち、尐子化時代の子どもたちの教育環境を整備する時代の要請に応

え、学校適正配置計画を策定し、推進してまいりました。子どもたちの将来を見据えた保

護者や地域の皆様の深い御理解と御協力をいただきまして、平成１９年度は知円別小中学

校、本年３月には植別小中学校と飛仁帯小学校が閉校することになりました。 

 中学校にありましては、校舎の老朽化を考えますと、早急な改築が望まれるところであ

りますが、町の総合計画や財政状況を勘案し、さらには今後の生徒数の推移などを慎重に

見きわめながら整備計画を策定してまいりたいと考えております。 

 今年度は、幼・尐・中の連携や、中高一貫教育との関係も含めて、学校規模や建設適地

の検討など、中学校の将来像につきましても、関係者の皆様の御意見をいただきながら、

最良の方向性を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、社会教育の推進について申し上げます。 

 第５次社会教育中期計画の３年目となる今年度、引き続き羅臼町の教育目標である「ふ

るさとの躍進を創造し、たくましく行動する心豊かな町民」像を柱に、中期計画の重点で

ある「ふるさと学習」を推進してまいります。 

 ふるさとのよさを発見し、地域の特性である豊かな自然や、それを活かした環境教育を

はじめ、各種事業を通じて「ふるさとに誇りと愛着を持ち、主体的に行動できる人材の育

成」に努め、「まちづくり」の基礎となる「人づくり」に寄与してまいります。 

 推進のねらい３点について申し上げます。 

 １点目は、「地域の課題を見詰め、自主・自立のまちづくりをめざす」取り組みについ

てであります。 

 住民との日常的なかかわりや各種団体の活動を支援する中で、地域課題に関する気づき

を促し、その解決に向けた取り組みを促進し、支援してまいります。 

 その中にあって、青尐年の分野においては、北海道教育大学岩見沢校との事業協定によ

り実施する「ふるさと尐年探検隊」や、環境省・知床財団・森林管理事務所とのとの連携

による「ふるさと体験教室」、さらに東京農業大学との連携による「高校生の水産教室」

などの事業を通じて、ふるさと羅臼の自然、生活・文化、産業などに関する「学び」や

「気づき」の機会を提供し、ふるさとへの誇りや愛着心が持てるよう、引き続き取り組ん

でまいります。 

 また、昨年度「ふるさと学習」の体系的な充実をねらって、中・高生を対象にスタート

した「知床学士認定制度」の連動を考慮し、一般成人を対象とする「知床学」を学ぶ機会

提供事業についても、次期中期計画に盛り込むべく、準備として、その方向性や内容、実

施方法ついて引き続き検討を行います。 

 さらに近年、社会教育とのかかわりが希薄になっている有職青年層とのつながりを再構

築すべく、羅臼漁業協同組合をはじめ、羅臼町商工会などの関係機関や一般行政部局とも

連携し、その方策等を検討・試行し、青年層とのかかわりを強め、「自主・自立のまちづ

くり」の担い手としての意識高揚に努めてまいります。 
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 ２点目は、「心を結ぶ文化活動で潤いのあるふるさとづくりをめざす」取り組みについ

てであります。 

 本町の生涯学習の拠点施設である公民館を中心に、文化協会をはじめ各種サークル、グ

ループなどが幅広い文化活動を行っていますが、近年会員の固定化や減尐が見られること

から、昨年度は、特に文化協会やサークル等に呼びかけ、公民館ロビーを活用したＰＲ活

動を促進するとともに、町内在住の写真家や園児の作品展、公民館図書室による絵本や時

節に合わせた図書の展示など、ロビー展を充実させ、より多くの町民に足を運んでもらう

取り組みを進めてまいりました。 

 また、町内で個人的に創作活動を行っている方々に関する情報収集にも努めた結果、秋

の総合文化祭では、これまで以上の個人出展も見られました。このことから、引き続き公

民館の使命とも言える、「集う」、「繋ぐ」、「結ぶ」を合い言葉に、広く芸術・文化活

動を奨励、助長、支援し、潤いのあるふるさとづくりに寄与してまいります。 

 図書活動にありましては、町民の自主的・主体的な学習活動や生きがいと潤いのある生

活を支援するために、図書の整備、資料の収集、保存、提供に努めてまいります。 

 また、学校教育において重要課題となっている児童生徒の学力向上という視点からも、

読書活動は、その効果をもたらす重要な取り組みであると考えますので、読書への導きや

習慣化を促すための取り組みを引き続き進めてまいります。 

 特に今年度は、昨年実現できなかった読書環境の整備を推進するため、関係者による

ネットワーク化について引き続き検討し、実現化を目指してまいります。 

 文化財につきましては、例年埋蔵文化財の事前協議が数件ありますが、今年度も遺跡の

保護について、適切に対応してまいります。 

 また、環境省や知床財団などが実施しているオジロワシやオオワシ、シマフクロウな

ど、知床の生態系を代表する希尐鳥類の保護に関しましては、モニタリング調査や保護、

増殖事業に協力してまいりますほか、独自の事業として、オジロワシ・オオワシ一斉調査

や親子観察会なども実施してまいります。 

 当町の生活や産業展の歴史を後世に伝える重要な役割を持つ郷土資料につきましては、

郷土資料室での展示や保存のほか、学校での郷土学習の教材としての利用を促すなど、有

効に活用してまいります。 

 ３点目は、「健康の増進、コミュニティづくりに役立つスポーツ活動」についてであり

ます。 

 心身の健やかな成長は、人間形成の基盤であり、健康・体力づくりの重要性が声高らか

に叫ばれる今日、スポーツ活動への関心はますます高まってきています。 

 また、高齢化が進む中、人生を最後までいかに健康に過ごすかという人間本来の願い

や、まちの医療費にかかわる財政問題の解決策、さらには仲間づくり、コミュニティづく

りにおいても、スポーツ活動は非常に有効な取り組みと言えます。 

 近年、国を挙げて健診対策並びに特定保健指導に見る受診後の指導の強化も影響して、
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個々に身近な場所でウオーキングをするど、日常的な運動に取り組む町民の姿も多く見か

けるようになりました。 

 また、町民体育館を中心に、学校体育施設を利用した各種スポーツサークル、グループ

の活動も見られます。 

 このように、最近では、個人的あるいは小グループ的な集団としてのスポーツ活動が多

くなっている状況の中、本町では、平成２０年３月に設立された総合型地域スポーツクラ

ブ「らいず」が幅広い年齢層を会員に、健康づくりとスポーツ、さらには文化的内容も含

めた文字どおり総合型のクラブとして、会員による自主・自立の活動を主体的かつ発展的

に展開していることから、今年度もさらに自立したクラブとして、確かな道筋をつけられ

るよう、人材育成も含め、側面から活動を支援してまいります。 

 以上、本年度の教育行政推進の概要について申し上げました。 

 混迷する国際社会の中で、主体性を持って自立したまちづくりを進めるためには、教育

が大きな役割を果たしていくことが求められています。知床がはぐくんだすぐれた自然

や、先人たちが営々と築き上げてきた伝統や文化など、恵まれた風土や環境を活用しなが

ら、未来を担う子どもたちの健やかな成長と生涯学習社会実現に向けまして、教育に携わ

る職員及び関係機関がより一層連携を図り、最善の努力を傾注する決意であります。 

 議員の皆様並びに町民の皆様に深い御理解と御指導をお願い申し上げまして、平成２２

年度の教育行政執行方針といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（村山修一君） 以上で、町長、教育長行政執行方針の説明が終わりました。 

 日程の都合により、町長、教育長行政執行方針に対する質問及び一般質問は、後日行い

ます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第 ５号 平成２２年度目梨郡羅臼町一般会計予算 

    ◎日程第１３ 議案第 ６号 平成２２年度目梨郡羅臼町国民健康保険 

                  事業特別会計予算 

◎日程第１４ 議案第 ７号 平成２２年度目梨郡羅臼町介護保険事

業特別会計予算 

◎日程第１５ 議案第 ８号 平成２２年度目梨郡羅臼町老人保健事

業特別会計予算 

◎日程第１６ 議案第 ９号 平成２２年度目梨郡羅臼町後期高齢者

医療事業特別会計予算 

◎日程第１７ 議案第１０号 平成２２年度目梨郡羅臼町国民健康保 

険診療所事業特別会計予算 

◎日程第１８ 議案第１１号 平成２２年度目梨郡羅臼町水道事業会 

計予算 
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◎日程第１９ 議案第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正 

する条例制定について 

◎日程第２０ 議案第１３号 職員の給与の特例に関する条例の一部 

を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１２ 議案第５号平成２２年度目梨郡羅臼町一般会計予算

から、日程第２０ 議案第１３号職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制

定についてまでの９件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） ただいま上程されました議案第５号から１３号までの９件につ

きましては、副町長以下関係職員をして説明をいたさせますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 予算書の１ページをお願いいたします。 

 議案第５号平成２２年度目梨郡羅臼町一般会計予算。 

 平成２２年度目梨郡羅臼町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算でございます。 

 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３４億７,４４９万８,０００円と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 第２条債務負担行為でございます。地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 第３条は地方債でございます。 

 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 第４条は、一時借入金でございます。 

 地方自治法第２３５条の第３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、１

０億円と定める。 

 第５条は、歳出予算の流用についてでございます。 

 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 １項、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金にかかる共済費を除く）にかか

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での、これらの経費の各項の間の流用と

定めております。 

 １２ページをお願いいたします。 
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 第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。 

 １款町税６億６,８８８万９,０００円。１項町民税３億２,８３７万円。２項固定資産

税２億６,３０５万８,０００円。３項軽自動車税１,１０２万７,０００円。４項町たばこ

税６,３７０万７,０００円。５項特別土地保有税１,０００円。６項入湯税２７２万６,０

００円。 

 ２款地方譲与税２,３９１万９,０００円。１項地方揮発油譲与税４８５万５,０００

円。２項自動車重量譲与税１,７８５万円。３項地方道路譲与税１２１万４,０００円。 

 ３款１項利子割交付金３１１万５,０００円。 

 ４款１項配当割交付金９４万１,０００円。 

 ５款１項株式等譲渡所得割交付金６３万８,０００円。 

 ６款１項地方消費税交付金６,９４１万６,０００円。 

 ７款１項自動車取得税交付金６１０万円。 

 ８款１項地方特例交付金３８４万４,０００円。 

 ９款１項地方交付税１８億９,９６６万円。 

 １０款１項交通安全対策特別交付金５９万９,０００円。 

 １１款分担金及び負担金４,０４５万５,０００円。１項分担金３０７万１,０００円。

２項負担金３,７３８万４,０００円。 

 １２款使用料及び手数料１億７,９１９万８,０００円。１項使用料１億４,８５３万７,

０００円。２項手数料３,０６６万１,０００円。 

 １３款国庫支出金１億３,２３５万３,０００円。１項国庫負担金１億１,４４７万８,０

００円。２項国庫補助金１,４２５万５,０００円。３項国庫委託金３６２万円。 

 １４款道支出金１億３,１７７万９,０００円。１項道負担金６,３５７万１,０００円。

２項道補助金４,８２４万円。３項道委託金１,９９６万８,０００円。 

 １５款財産収入３,２００万６,０００円。１項財産運用収入２,１１９万４,０００円。

２項財産売払収入１,０８１万２,０００円。 

 １６款１項寄附金９万５,０００円。 

 １７款繰入金１項基金繰入金６８万２,０００円。 

 １８款１項繰越金１,０００円。 

 １９款諸収入３,４６０万９,０００円。１項延滞金、加算金及び過料１,０００円。２

項貸付金元利収入８８万６,０００円。３項受託事業収入４８万８,０００円。４項雑入

３,３２３万４,０００円。 

 ２０款１項町債２億４,６１９万９,０００円。 

 歳入合計３４億７,４４９万８,０００円でございます。 

 歳出でございます。 

 １款１項議会費３,０５６万３,０００円。 

 ２款総務費６億７,０３９万３,０００円。１項総務管理費６億３,７９２万４,０００
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円。２項徴税費７２０万２,０００円。３項戸籍住民基本台帳費３５８万３,０００円。４

項選挙費１,０７６万６,０００円。５項統計調査費３５５万５,０００円。６項監査委員

費１３３万１,０００円。７項防災費６０３万２,０００円。 

 ３款民生費４億５,２０９万８,０００円。１項社会福祉費３億５,１８９万円。２項児

童福祉費１億６万８,０００円。３項国民年金事務取扱費１４万円。 

 ４款衛生費５億６,９５２万３,０００円。１項保健衛生費２億２,９４８万６,０００

円。２項保健師設置費７２３万５,０００円。３項清掃費３億３,２８０万２,０００円。 

 ５款農林水産業費５,８２９万６,０００円。１項農業費１,４４６万８,０００円。２項

林業費１,５９２万１,０００円。３項水産業費２,７９０万７,０００円。 

 ６款１項商工費９,０６２万８,０００円。 

 ７款土木費６,３３２万５,０００円。１項土木管理費９９万８,０００円。２項道路橋

梁費６,２３２万７,０００円。 

 ８款教育費２億４,３３３万２,０００円。１項教育総務費３,２２４万７,０００円。２

項小学校費４,１１１万７,０００円。３項中学校費２,９２５万３,０００円。４項幼稚園

費２,３１９万９,０００円。５項社会教育費２,２５３万９,０００円。６項保健体育費

９,４９７万７,０００円。９款１項公債費４億７,３１０万円。 

 １０款１項職員費８億１,８２４万円。 

 １１款１項予備費５００万円。 

 歳出合計３４億７,４４９万８,０００円でございます。 

 第２表、債務負担行為でございます。 

 建設パトロール車購入にかかる債務負担。期間は、平成２３年度から平成２６年度でご

ざいます。限度額は、購入価格３５０万円に対する年利５％以内の半年賦の合計額に相当

する金額でございます。 

 第３表、地方債でございます。 

 臨時財政対策債２億３,８６９万９,０００円。小規模治山事業債７５０万円。計２億

４,６１９万９,０００円でございます。 

 起債の方法につきましては、証書借入、また証券発行。利率は５％以内でございます。 

 償還の方法につきましては、政府資金につきましては、その融資条件により、銀行その

他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により、据え置

き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰り上げ償還または低利に借り換えすることがで

きる。 

 続きまして、事項別明細書の説明をいたします。２０ページをお願いいたします。 

 歳入から説明をさせていただきます。本年度の予算のみとさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 １款町税１項町民税１目個人２億６,９７２万２,０００円。２目法人５,８６４万８,０

００円。それぞれ水揚げの減尐による計上となってございます。 
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 ２項１目固定資産税２億６,０３４万１,０００円。２目国有資産等所在市町村交付及び

納付金２７１万７,０００円。 

 ３款１項軽自動車税１,１０２万７,０００円。 

 ４款４項１目町たばこ税６,３７０万７,０００円。 

 ５項１目特別土地保有税１,０００円。 

 ６項１目入湯税２７２万６,０００円。 

 ２款地方譲与税１項１目地方揮発油譲与税４８５万５,０００円。 

 ２項１目自動車重量譲与税１,７８５万円。 

 ３項１目地方道路譲与税１２１万４,０００円。 

 ３款１項１目利子割交付金３１５万５,０００円。 

 ４款１項１目配当割交付金９４万１,０００円。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金６３万８,０００円。 

 ６款１項１目地方消費税交付金６,９４１万６,０００円。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金６１０万円。旧法による自動車取得税は廃目でござい

ます。 

 ８款１項１目地方特例交付金３８４万４,０００円。 

 ９款１項１目地方交付税１８億９,９６６万円。 

 １０款１項１目交通安全対策特別交付金５９万９,０００円。 

 これまでの予算計上につきましては、それぞれ地方財政計画に示されている範囲内にお

いて計上をさせていただいております。 

 １１款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金３０７万１,０００円。そ

れぞれ受益者の分担金でございます。 

 ２項負担金１目民生費負担金９２万円。それぞれ措置負担金でございます。 

 ２項２目衛生費負担金１２０万円。３目農林水産業費負担金４９８万３,０００円。４

目土木費負担金１６６万６,０００円。５目教育費負担金２,８６１万５,０００円につき

ましては、それぞれ説明欄にあるとおり、例年と同様の計上となってございます。 

 １２款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料３２９万３,０００円。２目民生使

用料３,２９１万円。３目衛生使用料１,７８０万７,０００円。４目農林水産使用料１１

２万４,０００円。５目商工使用料６８６万４,０００円につきましても、それぞれ説明欄

のとおりで、前年同様でございます。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 ６目土木使用料６,９３２万４,０００円。７目教育使用料１,７２１万５,０００円につ

きましても、それぞれ説明欄のとおりでございます。 

 ２項手数料１目総務手数料２５１万７,０００円。２目民生手数料１１０万円。３目衛

生手数料２,６９９万８,０００円につきましても、それぞれ前年と同様の内容でございま

す。 
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 ３０ページをお願いいたします。 

 ４目水産手数料４万５,０００円。５目土木手数料１,０００円につきましても、前年同

様でございます。 

 １３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金１億１,４４７万８,０００円、

この項目につきましては、説明欄にありますとおり、子ども手当負担金が今年度増となっ

ておりまして、あとは前年同様の内容でございます。 

 ２項国庫補助金１目総務費国庫補助金８７７万５,０００円。２目民生費国庫補助金７

８万円。３目衛生費国庫補助金３７７万８,０００円につきましては、説明欄にあります

とおり、緑町のデジタルミニサテの整備費として今般増額をしておりまして、あとは例年

同様でございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 ４目教育費国庫補助金９２万２,０００円。 

 ３項国庫委託金１目総務費国庫委託金５７万２,０００円。２目民生費国庫委託金３０

４万８,０００円につきましても、前年同様の積算となってございます。 

 １４款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金６,３５７万１,０００円につきまして

も、前年と同様の積算内容となっております。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 ２項道補助金１目総務費道補助金５０５万３,０００円。２目民生費道補助金６８９万

７,０００円。３目衛生費道補助金３５５万４,０００円。４目農林水産業費道補助金１,

９４０万５,０００円につきましても、それぞれ前年と同様の内容で計上してございま

す。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 ５目商工費道補助金１,３３３万１,０００円。 

 ３項道委託金１目総務費道委託金１,８７８万２,０００円につきましては、本年度国勢

調査が行われるための増額でございます。あとは前年同様でございます。２目農林水産業

費道委託金１１８万６,０００円。 

 １５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入２,０４７万２,０００円。２目利子

及び配当金７２万２,０００円につきましても、前年と同様の積算内容でございます。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 ２項財産売り払い収入１目不動産売り払い収入１,０８１万２,０００円につきまして

は、今年度栄町、海岸町、岬町２件、４件の土地売り払いを計上してございます。 

 １６款寄附金１項寄附金１目総務費寄附金５,０００円。２目民生費寄附金８万円。３

目教育費寄附金１万円。衛生費寄附金につきましては、廃目でございます。それぞれ前年

と同じ内容で積算をしてございます。 

 １７款繰入金１項１目基金繰入金６８万２,０００円につきましては、知床まちづくり

基金繰入金として、北方領土啓発看板の作成として繰り入れるものでございます。 
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 ４０ページをお願いいたします。 

 １８款１項１目繰越金１,０００円。 

 １９款諸収入１項延滞金加算料及び過料１目延滞金１,０００円。 

 ２項貸付金元利収入１目合併処理浄化槽設置資金貸付元利収入５０万円。２目ウタリ住

宅改良資金貸付元利収入３８万６,０００円。 

 ３項受託事業収入１目農業開発公社受託事業収入２万５,０００円。２目後期高齢者医

療広域連合受託事業収入３５万３,０００円。３目農業者年金事業１１万円。 

 ４項雑入１目滞納処分費１万円。２目預金利子３９万７,０００円。３目雑入３,２８２

万７,０００円につきましては、それぞれ前年と同様の内容で計上してございます。 

 ２０款１項町債１目農林水産業債７５０万円。小規模治山事業債でございます。２目臨

時財政対策債２億３,８６９万９,０００円でございます。 

 続きまして、歳出の事項別明細を説明させていただきます。４４ページをお願いいたし

ます。 

 １款１項１目議会費３,０５６万３,０００円につきましては、前年と同様の内容の積算

内容となってございます。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費４億７,７１８万２,０００円につきまして

は、５１ページから５３ページにかけてでございますが、持続可能な財政基盤の整備とい

うことで、今年度につきましては、財政調整基金に７,５００万円、減債基金に５,０００

万円、５３ページの公共施設整備基金に７,０００万円のそれぞれ積み立てを予定してご

ざいます。 

 ５２ページをお願いいたします。 

 ２項職員福利厚生費２５９万９,０００円。３目文書広報費７４万２,０００円につきま

しては、それぞれ前年同様でございます。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 ４目財政管理費７７万９,０００円。５目会計管理費１３万円。６目交通安全対策費１

３０万５,０００円につきましても、それぞれ前年と同様の内容となってございます。 

 ５６ページをお願いいたします。 

 ７目自治振興費５,３９１万６,０００円につきましては、５９ページをお願いいたしま

す。それぞれデジタルテレビの関係につきまして、それぞれ設備整備を行うための予算計

上をさせていただいております。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 ８目北方領土対策費５３７万１,０００円につきましては、それぞれ前年と同様となっ

てございます。 

 ６４ページをお願いいたします。 

 ９目諸費１４４万３,０００円。１０目財産管理費４,７３４万８,０００円につきまし
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ても、前年と同様の内容でございます。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 １１目企画費７５０万７,０００円でございます。７１ページをお願いいたします。こ

の項目では、羅臼町１１０年等の周年記念事業にかかる経費を積算させていただいており

ます。 

 １２目防犯対策費４５８万円につきましては、前年と同様の内容でございます。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 １３目青尐年対策費３万９,０００円。１４目車両管理費１,１３０万７,０００円。１

５目特別職報酬等審議会費１万８,０００円につきましても、前年と同様の内容となって

ございます。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 １６目電子計算費２,１６５万８,０００円につきましても前年と同様でございます。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 １７目協働のまちづくり推進事業費２００万円につきましても、前年と同様でございま

す。 

 ２項徴税費１目税務総務費１６３万９,０００円。 

 ７８ページお願いいたします。 

 ２目賦課徴収費５５６万３,０００円につきましても、前年と同様の内容でございま

す。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費３５８万３,０００円でございます。この項目につきまし

ては、本年の１１月２０日から戸籍の電算化をする予定でございます。 

 ８４ページをお願いいたします。 

 ４項選挙費１目選挙管理委員会費１５０万７,０００円につきましては、前年同様でご

ざいます。 

 ８６ページをお願いいたします。 

 ２目参議院議員通常選挙費６８１万７,０００円、本年度予定をされております。 

 ８８ページをお願いいたします。 

 ３目北海道知事及び北海道議会議員選挙費、来年統一選挙となっておりまして、その準

備費として２０７万６,０００円の計上でございます。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 ４目羅臼町長及び羅臼町議会議員選挙３６万６,０００円につきましても、来年度統一

選挙が予定されておりまして、その準備として計上させていただいております。衆議院議

員総選挙費及び最高裁判所の裁判官国民審査費については、廃目でございます。 

 ５項統計調査費１目統計調査総務費３５５万５,０００円につきましては、国勢調査が

行われることによって増額となってございます。 
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 ９２ページをお願いいたします。 

 ６項１目監査委員費１３３万１,０００円につきましては、前年同様でございます。 

 ９４ページをお願いいたします。 

 ７項１目防災費６０１万４,０００円につきましても、前年同様でございます。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 ２目防災対策費１万８,０００円につきましても、前年同様の内容となってございま

す。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費９４０万４,０００円につきましても、

前年と同様の計上となってございます。 

 １００ページをお願いいたします。 

 ２目社会福祉施設費２,５４０万３,０００円につきましても、前年と同様の内容でござ

います。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 ３目老人福祉費１,５９１万２,０００円につきましても、前年同様の内容でございま

す。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 ４目心身障害者特別対策費８,２３３万２,０００円につきましても、前年と同様の積算

内容となってございます。 

 １０８ページをお願いいたします。 

 ５目心身障害者医療費１,２８８万３,０００円でございます。前年同様でございます。 

 １１０ページをお願いいたします。 

 ６目ひとり親福祉医療費２８０万円につきましても同様でございます。７目特別会計繰

出金１億６,０１１万４,０００円につきましては、それぞれ会計予算で説明をさせていた

だきます。８目行旅死亡人取り扱い費３万９,０００円。９目後期高齢者医療費４,３００

万３,０００円につきましても、前年同様でございます。 

 １１２ページをお願いいたします。 

 居宅介護支援事業所費につきましては、廃目でございます。 

 ２項児童福祉費１目児童措置費１億６万８,０００円でございます。これにつきまして

は、今年度支給されます子ども手当の計上をさせていただいております。 

 ３項１目国民年金事務取扱費１４万円につきましても、前年同様でございます。 

 １１４ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費２６６万６,０００円につきましても、

前年同様の積算内容となってございます。 

 １１６ページをお願いいたします。 

 ２目予防費９９３万７,０００円につきましても、前年と同様でございます。 
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 １２０ページをお願いいたします。 

 ３目環境衛生費９２５万５,０００円につきましても、前年同様の内容となってござい

ます。 

 １２４ページをお願いいたします。 

 ４目特別会計繰出金１億７,９７０万２,０００円でございます。それぞれ会計説明で内

容を説明させていただきたいと思います。 

 ５目乳幼児等医療費５２６万１,０００円につきましても、前年と同様の内容となって

おります。 

 １２６ページをお願いいたします。 

 ６目合併処理浄化槽普及費１,４５７万２,０００円につきましても、２０基分、同様の

積算内容でございます。７目野生鳥獣保護管理費８０９万３,０００円につきましても、

前年同様でございます。 

 １２８ページをお願いいたします。 

 ２項１目保健師設置費７２３万５,０００円につきましても、前年と同様の内容になっ

てございます。 

 １３４ページをお願いいたします。 

 ３項清掃費１目清掃総務費３億１,５９７万３,０００円でございます。それぞれ説明欄

のとおりでございまして、前年と同様の内容となってございます。 

 １３８ページをお願いいたします。 

 ２目廃網処理施設費２万９,０００円。３目水産系廃棄物処理施設費１,６８０万円につ

きましても、前年と同様の内容となってございます。 

 １４０ページをお願いたいします。 

 ５款農林水産業費１項農業費１目農業総務費２４万５,０００円でございます。前年と

同様でございます。２目農業振興費１,４２２万３,０００円につきましても、前年と同様

の積算内容となってございます。 

 １４４ページをお願いいたします。 

 ２項林業費１目林業総務費８８万１,０００円につきましても、前年と同様でございま

す。 

 １４６ページをお願いいたします。 

 ２目治山事業費１,５０４万円につきましては、今年度八木浜町の福祉館地先の治山事

業を予定してございます。 

 ３項水産業費１目水産業総務費６３６万２,０００円につきましても、前年と同様の積

算内容でございます。 

 １４８ページをお願いいたします。 

 ２目水産業振興費８７６万９,０００円につきましても、前年と同様の積算内容となっ

てございます。 
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 １５２ページをお願いいたします。 

 ３目漁港管理費１,０１０万８,０００円につきましても、前年と同様でございます。 

 １５４ページをお願いいたします。 

 ４目深層水事業費２６６万８,０００円につきましても、前年同様の積算内容となって

ございます。 

 １５６ページをお願いいたします。 

 ６款１項商工費１目商工総務費７８万４,０００円につきましても、前年同様でござい

ます。 

 ２目商工振興費２,８４０万４,０００円でございますが、１５９ページにございますよ

うに、緊急雇用の創出事業費、あるいはふるさと雇用再生特別対策推進事業委託料を見込

んでおりまして、増額となってございます。 

 １６０ページをお願いいたします。 

 ３目観光費２００６万４,０００円につきましては、前年同様の積算内容となってござ

います。 

 １６６ページをお願いいたします。 

 ４目知床国立公園自然資料展示室管理費６１９万８,０００円。５目公園管理費６２７

万３,０００円につきましては、前年と同様の内容でございます。 

 １６８ページをお願いいたします。 

 ６目世界遺産保護管理費２６６万１,０００円につきましても、前年同様となってござ

います。７目の温泉供給費１,９８５万円につきましては、前年度ボーリング調査費が終

了したため、減額となってございます。８目自然とみどりの村施設管理費６３９万４,０

００円につきましては、前年同様でございます。 

 １７４ページをお願いいたします。 

 ７款土木費１項土木管理費１目土木総務費９９万８,０００円につきましても、前年と

同様の内容でございます。 

 １７６ページをお願いいたします。 

 ２款道路橋梁費１目道路橋梁総務費２２４万３,０００円につきましても、前年同様で

ございます。２目道路維持費５,４２８万４,０００円につきましても、前年と同様の内容

となってございます。 

 １７８ページをお願いいたします。 

 ３目道路新設改良費５８０万円につきましても、前年と同様の積算内容でございます。 

 ８款教育費１項教育総務費１目教育委員会費２２０万２,０００円。２目事務局費１,０

６９万円につきましても、それぞれ前年と同様の積算内容となってございます。 

 １８２ページをお願いいたします。 

 ３目義務教育振興費１,４７３万４,０００円につきましても、前年と同様の内容となっ

てございます。 
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 １８８ページをお願いいたします。 

 ４目教職員厚生費４６０万円。５目中等教育振興費２万１,０００円につきましても前

年同様の内容でございます。 

 ２項小学校費１目学校管理費３,３８２万８,０００円につきましても、前年と同様の積

算内容となっておりますが、それぞれ統廃合ということで減額となってございます。 

 １９２ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費７１２万９,０００円につきましても、前年同様の内容となってござい

ます。３目学校建設費１６万円につきましても同様でございます。 

 ３項中学校費１目学校管理費２,２３７万７,０００円につきましても、同様の内容でご

ざいます。 

 １９４ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費９７５万６,０００円につきましても、前年と同様の内容となってござ

います。 

 １９６ページをお願いいたします。 

 ３目学校建設費１２万円も同様でございます。 

 ４項幼稚園費１項１目幼稚園管理費２,３１９万９,０００円につきましても、前年と同

様の積算内容となってございます。 

 ２００ページをお願いいたします。 

 ５項社会教育費１目社会教育総務費４２５万円につきましても、前年同様の積算内容と

なってございます。 

 ２０４ページをお願いいたします。 

 ２目公民館費１,５５３万２,０００円につきましても、前年同様の積算内容となってご

ざいます。 

 ２１０ページをお願いいたします。 

 ３目芸術文化費６５万６,０００円。４目文化財保護調査費２１０万１,０００円につき

ましても、前年と同様の内容となってございます。 

 ２１２ページをお願いいたします。 

 ６項保健体育費１目保健体育総務費３１８万４,０００円につきましても、前年と同様

の積算内容となってございます。 

 ２１６ページをお願いいたします。 

 ２目体育館費１,１７５万８,０００円につきましても前年同様の積算内容となってござ

います。３目スキーリフト管理費１７万円、４目総合グラウンド管理費１,０８６万２,０

００円につきましても、前年同様の内容となってございます。 

 ２２０ページをお願いいたします。 

 ５目温水プール管理費８１５万１,０００円につきましては、本年度から１０月３１日

まで開館をいたしたいということで、多尐増額となってございます。 
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 ６目給食センター管理費６,０８５万２,０００円。前年同様の積算内容となってござい

ます。 

 ２２６ページをお願いいたします。 

 ９款１項公債費１目元金４億７,１１０万円。本年度の償還費でございます。２目利子

２００万円。 

 １０款１項職員費１目職員給与費８億１,８２４万円でございます。内容につきまして

は、２３７ページの給与明細費を添付してございますので、後ほどお目通しいただきたい

と思います。 

 １１款１項１目予備費５００万円を計上しております。前年同額でございます。 

 以上でございます。よろしくどうぞお願いいたします。 

○議長（村山修一君） ここで２時２０分まで休憩します。２時２０分再開します。 

午後 ２時０６分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、提案理由の説明を求めます。 

 保健担当課長補佐。 

○保健担当課長補佐（川端達也君） 予算書２４９ページをお願いいたします。 

 議案第６号平成２２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計予算についてでござい

ます。 

 平成２２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

るものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算でございます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１億４,２０９万３,０００円と定めるもの

でございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」によるものでございます。 

 第２条は、一時借入金でございます。 

 地方自治法第２３５条の３第２項の規定により、一時借入金の借り入れの最高額は２億

円と定めるものでございます。 

 第３条は、歳出予算の流用でございます。 

 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。 

 第１号は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金にかかる共済費を除く）に

かかわる予算額に過不足を生じた場合における同一款内での、これらの経費の各項間の流

用と定めるものでございます。 
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 ２５１ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 歳入でございます。 

 １款１項国民健康保険税４億８,７５６万２,０００円。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料１万円。 

 ３款国庫支出金３億１,７２２万８,０００円。１項国庫負担金２億９,１７１万６,００

０円。２項国庫補助金２,５５１万２,０００円。 

 ４款１項療養給付費交付金１,０００円。 

 ５款１項前期高齢者交付金５,１００万２,０００円。 

 ６款道支出金７,０３１万８,０００円。１項道負担金１,０４０万２,０００円。２項道

補助金５,９９１万６,０００円。 

 ７款１項共同事業交付金１億２,２８５万６,０００円。 

 ８款財産収入１項財産運用収入４,０００円。 

 ９款繰入金９,２９５万５,０００円。１項基金繰入金１０５万４,０００円。２項他会

計繰入金９,１９０万１,０００円。 

 １０款１項繰越金１,０００円。 

 １１款諸収入１５万６,０００円。１項延滞金加算金及び過料２,０００円。２項雑入１

５万４,０００円。 

 歳入合計１１億４,２０９万３,０００円でございます。 

 ２５２ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費１,０６３万８,０００円。１項総務管理費５７８万６,０００円。２項徴税

費４５９万８,０００円。３項運営協議会費２０万２,０００円。４項趣旨普及費５万２,

０００円。 

 ２款保健事業費４２０万１,０００円。１項保健事業費１２５万９,０００円。２項特定

健康診査等事業費２９４万２,０００円。 

 ３款保険給付費６億９,６３１万６,０００円。１項療養諸費６億２,１５１万７,０００

円。２項高額療養費６,１８７万９,０００円。３項移送費２万円。４項出産育児諸費１,

２６０万円。５項葬祭諸費３０万円。 

 ４款１項老人保健拠出金７４万６,０００円。 

 ５款１項共同事業拠出金１億８,７０４万３,０００円。 

 ６款１項介護納付金７,２７２万１,０００円。 

 ７款１項前期高齢者納付金等２７万円。 

 ８款１項後期高齢者支援金等１億４,６２１万４,０００円。 

 ９款公債費１項一般公債費７５万円。 

 １０款諸支出金３３万円。１項償還金及び還付加算金３２万円。２項国保診療報酬支払
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基金委託料１万円。 

 １１款１項職員費１,２８６万４,０００円。 

 １２款１項予備費１,０００万円。 

 歳出合計額１１億４,２０９万３,０００円となるものでございます。 

 歳入歳出予算の詳細につきましては、予算書２５５ページから２９０ページまでとなっ

てございますが、概要につきまして、参考資料７ページの資料６、国民健康保険事業特別

会計予算概要にて御説明させていただきます。 

 参考資料の７ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計予算資料。前年度予算との比較でございます。 

 項目ごとに平成２２年度の当所予算（Ａ）欄と平成２１年度の当所予算（Ｂ）欄とを比

較しまして、当初予算対比の増減額を（Ａ）－（Ｂ）欄について御説明いたします。 

 歳出でございます。 

 項目の１番、保険給付費、予算額６億９,６３１万６,０００円。７７５万７,０００円

の減につきましては、過去２年間の実績と、平成２１年度の見込額により算定しているも

のでございます。 

 ２番、老人保健拠出金、予算額７４万６,０００円。７３万５,０００円の増につきまし

ては、平成２０年度の拠出金に対する精算分であります。 

 ３番、共同事業拠出金、予算額１億８,７０４万３,０００円。３,７７０万９,０００円

の減につきましては、高額な医療費の発生に伴う市町村保険者の急激な負担分を分散さ

せ、保険者の財政運営の安定化を図るために制度化されているものでございます。 

 ４番、保健事業費、特定検診等の予算額４２０万１,０００円。１０万円の増につきま

しては、特定検診の受診率の向上を目指して算定しました。 

 ５番、介護納付金、予算額７,２７２万１,０００円。６３６万１,０００円の増につき

ましては、介護保険第２号保険者にかかわる納付金でありますが、国保連合会が平成２２

年度の介護納付金及び介護予防事業の見込額を積算し、各市町村の納付金を算出している

ものでございます。 

 ６番、前期高齢者納付金、予算額２７万円。２３万３,０００円の減につきましては、

６５歳から７４歳までの方を対象とした被用者保険、国民健康保険間の医療費負担を調整

するための制度でございます。 

 ７番後期高齢者支援金、予算額１億４,６２１万４,０００円。１,０７１万９,０００円

の減につきましては、後期高齢者医療制度の負担割合に基づき、７５歳以上の高齢者が納

付する保険料１割、公費約５割の残り４割を７４歳以下が加入する健康保険等の保険者が

負担することとなっているものでございます。 

 ８番その他の費用、予算額３,４５８万２,０００円の内訳としまして、国保事務執行に

要する総務管理費や一時借入金利子の公債費、保険税の還付金が発生した場合の諸支出

金、職員２名分の職員給与費と予備費などがありますが、１２５万９,０００円の減につ
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きましては、人事異動に伴う職員給与費分が減額になっております。 

 歳出合計額は、予算額１１億４,２０９万３,０００円となり、昨年度当初予算と比較し

まして、５,０４８万１,０００円の減となります。 

 続きまして、歳入でございます。 

 １番、国庫支出金、予算額３億１,７２２万８,０００円。４,８０３万９,０００円の減

につきましては、普通調整交付金の減額によるものでございますが、普通調整交付金は各

保険者の課税状況や前期高齢者支援金など、さまざまな状況を勘案しながら複雑な計算式

で算定されますが、主な要因としましては、療養費や後期高齢者支援金の減額が影響して

おります。 

 ２番、療養給付費交付金、予算額１,０００円につきましては、科目存置でございま

す。 

 ３番、前期高齢者交付金、予算額５,１００万２,０００円。１,１５２万３,０００円の

減につきましては、平成２２年度分の概算額は、昨年と変わりありませんが、平成２０年

度の精算額と調整して交付されるため、減額となっております。 

 ４番、道支出金、予算額７,０３１万８,０００円。５４０万１,０００円の増につきま

しては、介護保険交付金や後期高齢者支援金に対する道補助金であります。 

 ５番、共同事業交付金、予算額１億２,２８５万６,０００円。２,６２２万４,０００円

の減につきましては、歳出の共同事業拠出金に対してのルール分でございます。 

 ６番、繰入金、予算額９,２９５万５,０００円。３,２５８万９,０００円の増につきま

しては、一般会計からの繰入金でありますが、保険基盤安定繰入金や職員給与、出産育児

一時金などは、例年同様ルール分でありますが、保険税増加の抑制を図るため、財政安定

化支援事業費として、一般会計から３,０００万円を繰り入れするものでございます。 

 ７番、繰越金、予算額１,０００円につきましては、科目存置でございます。 

 ８番、その他の収入、予算額１７万円。２,０００万円の減につきましては、平成２１

年度で老人保健医療費還付金分がありましたが、平成２２年度は還付金が発生しないため

減となります。 

 ９番、退職分保険税４１０万円。３１９万６,０００円の増につきましては、退職被保

険者の当該者が増員によるものでございます。 

 １０番、滞納繰越分保険税の３,３２５万３,０００円は、収納率８％を見込んでおりま

す。 

 １１番、現年度分保険税でございます。国保会計では、歳入、１番の国庫支出金から１

０番の滞納繰り越し分を足した額６億９,１８８万４,０００円を歳出予算の合計額１１億

４,２０９万３,０００円から差し引いた残りの金額４億５,０２０万９,０００円を現年度

の保険税に求める仕組みとなっております。 

 また、保険税は使用目的により医療給付費分、介護納付金分、後期高齢者支援金分の三

つに分かれており、それぞれに算出された合計額が、その世帯の国民健康保険税として課
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税されております。 

 一般被保険者につきましては、医療給付費分では、課税額３億６,６４０万１,０００円

に対して、収納率９３％で、収納額を３億４,０７５万３,０００円を見込んだものでござ

います。 

 介護分では、課税額３,９０９万６,０００円に対して、収納率は同じく９３％で、収納

額３,６３６万円。 

 後期高齢者支援金分では、課税額７,８５９万７,０００円に対して、収納率は同じく９

３％、収納額が７,３０９万６,０００円となり、現年分の一般被保険者の国民保険税は、

４億５,０２０万９,０００円で、１,７４３万３,０００円の増となるものでございます。 

 歳入合計は、１１億４,２０９万３,０００円となるものでございます。 

 本年度の予算上の被保険者単純平均の負担額を下段に記載していますので、参考にして

いただければと思います。 

 また、４月以降になりますが、加入者の人数及び加入者の所得状況の確定後に課税計算

を行うこととしております。 

 なお、本予算につきましては、２月２６日開催の第１回国保運営協議会に諮問し、原案

どおり答申をいただいているものでございますことを御報告させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 福祉担当課長補佐。 

○福祉担当課長補佐（堺 昇司君） ２９３ページをお願いいたします。 

 議案第７号平成２２年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計予算。 

 平成２２年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによるも

のであります。 

 第１条、歳入歳出です。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億１,５８５万円と定めるものでございま

す。 

 第２項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」に定めるものでございます。 

 第２表、地方債です。 

 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」によるものでございま

す。 

 第３条、一時借入金です。 

 地方自治法第２３５条の３第２項の規定により、一時借入金の借り入れの最高額を５,

０００万円と定めるものでございます。 

 第４条、歳出予算の流用です。 

 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を



 

― 51 ― 

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費にかかる予算額の過不足分を生じた

場合における同一款内での、これらの経費の各項の間の流用について定めております。 

 次のページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算でございます。 

 １款１項介護保険料５,９２１万２,０００円。２項使用料及び手数料６１万円。１項使

用料６０万円。２項手数料１万円。 

 ３款国庫支出金７,０６８万７,０００円。１項国庫負担金５,４０１万１,０００円。２

項国庫補助金１,６６７万６,０００円。 

 ４款１項支払い基金交付金８,８９６万円。 

 ５款道支出金４,２３０万６,０００円。１項道負担金４,１３０万円。２項道補助金１

００万６,０００円。 

 ６款財産収入１項財産運用収入２,０００円。 

 ７款繰入金５,４０６万７,０００円。１項他会計繰入金５,３３３万５,０００円。２項

基金繰入金７３万２,０００円。 

 ８款１項繰越金１,０００円。 

 ９款諸収入４,０００円。１項延滞金加算金及び過料１,０００円。２項雑入３,０００

円。 

 １０款町債１項財政安定化基金貸付金１,０００円。 

 歳入合計３億１,５８５万円となるものでございます。 

 ２９５ページ、歳出でございます。 

 １款総務費２５８万４,０００円。１項総務管理費８３万４,０００円。２項徴収費４１

万９,０００円。３項介護認定審査会費１３２万１,０００円。４項趣旨普及費１万円。２

項保険給付費２億９,３２９万７,０００円。１項介護サービス等諸費２億６,５８０万１,

０００円。２項介護予防サービス等諸費１,２９０万４,０００円。３項高額介護サービス

等費４６８万８,０００円。４項高額医療合算介護サービス等費１５０万３,０００円。５

項特定入所者介護サービス等費８４０万１,０００円。 

 ３款地域支援事業費６２５万４,０００円。１項介護予防事業費３２６万円。２項包括

的支援事業任意事業費２９９万４,０００円。 

 ４款１項公債費４７万５,０００円。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付加算金３万１,０００円。 

 ６款１項職員費１,３１０万９,０００円。 

 ７款１項予備費１０万円。 

 歳出合計３億１,５８５万円となるものでございます。 

 続きまして、２９６ページをお願いします。 

 第２表、地方債です。 
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 起債の目的は、財政安定化基金貸付金です。限度額は１,０００円。起債の方法は、証

書借り入れ、または証券発行による。利率は５％以内。償還の方法は、政府資金について

は、その融資条件により、銀行その他の場合は、債権者と協定するものとする。ただし、

町財政の都合により据え置き期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還または低利に

借りかえることができるものであります。 

 続きまして、事項別明細書で御説明いたします。３００ページをお願いいたします。 

 歳入です。１款１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料５,９２１万２,０００円

です。１節現年度分５,７６５万４,０００円で普通徴収４０１万９,０００円、特別徴収

５,３６３万５,０００円となっております。２節滞納繰越金は１５５万８,０００円でご

ざいます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目地域支援事業利用料６０万円は、配食による安否

確認サービス使用料でございます。２項手数料１目督促手数料１万円は、科目存置でござ

います。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金５,４０１万１,０００円は、介護

給付費にかかる国のルール分の負担金でございます。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金１,４６６万円。２目介護予防事業にかかる地域支援事

業交付金８１万５,０００円。３目包括的支援事業にかかる地域支援事業交付金１２０万

１,０００円につきましても、それぞれルール分の国庫補助金でございます。 

 ４款１項支払い基金交付金１目介護給付費交付金８,７９８万３,０００円。介護給付に

かかる第２号被保険者保険料からのルール分の交付金でございます。２目地域支援事業支

援交付金９７万７,０００円。地域支援事業にかかるルール分の交付金でございます。 

 ５款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金４,１３０万円。介護給付費にかかる

北海道のルール分の負担金でございます。 

 ２項道補助金１目介護予防事業にかかる地域支援事業交付金４０万６,０００円。 

 次のページをお願いします。 

 ２目包括的支援事業にかかる地域支援事業交付金６０万円についても、それぞれルール

分の道補助金でございます。 

 ６款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金２,０００円は、基金積み立て利子

でございます。 

 ７款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金５,３３３万５,０００円につきまして

は、１節介護給付費繰入金から５節事務費繰入金まで、それぞれ一般会計からのルール分

の繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金７３万２,０００円につきましては、平成２０年度に国から交付さ

れた特例交付金を介護従事者処遇改善特例基金に積み、平成２２年度必要分を繰り入れる

ものでございます。 

 ８款１項１目繰越金１,０００円は、科目存置でございます。 
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 ９款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目第１号被保険者延滞金１,０００円及び２項

雑入１目第三者給付金１,０００円。２目返納金１,０００円。３目雑入１,０００円は科

目存置でございます。 

 ３０４ページをお願いいたします。 

 １０款町債１項１目財政安定化基金貸付金１,０００円についても、科目存置でござい

ます。 

 ３０６ページをお願いします。歳出です。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費８３万４,０００円。介護保険事業全般にか

かる事務的経費で、前年同様の内容です。 

 ２項徴収費１目賦課徴収費４１万９,０００円。介護保険料の賦課徴収に要する経費

で、前年同様の内容です。 

 ３０８ページをお願いいたします。 

 ３項１目介護認定審査会費１１万６,０００円及び２目認定調査費１２０万５,０００円

については、介護認定審査会並びに認定調査に要する経費で、前年同様の内容です。 

 ４項１目趣旨普及費１万円は、制度普及に要する経費で、前年同様の内容となっており

ます。 

 ３１０ページです。 

 ２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目介護サービス給付費２億６,４４０万４,０

００円。介護認定者の利用サービスにかかる給付費で、前年比３,１５１万２,０００円の

増となっておりますが、前年度の実績をもとに算出しておりましたが、主な増加分として

は、地域密着型サービス給付費のグループホームにかかる分で１,１００万ほど増加して

おり、本年２月に開所した小規模多機能型居宅介護施設にかかる給付費で１,５００万程

度を見込んでおります。２目介護療養費１１２万５,０００円。要介護認定者の居宅介護

にかかる福祉用具購入費及び住宅改修費で、前年同様の内容となっております。 

 ３目審査支払い手数料２７万２,０００円は、保険給付にかかる国保連へ支出する審査

支払い手数料で、前年の実績をもとに算出しております。 

 ２項介護予防サービス等諸費、３１２ページをお願いいたします。１目予防サービス給

付費で１,２４１万５,０００円。要支援認定者の利用サービスにかかる給付費で、前年よ

り２６６万７,０００円の増となっておりますが、地域密着型サービスの小規模多機能型

居宅介護事業所開所に伴い増加となっております。２目介護予防療養費４８万９,０００

円。要支援認定者にかかる福祉用具購入費及び住宅改修費で、前年同様の内容となってお

ります。 

 ３項高額介護サーヒス等費１目高額介護サービス費４６８万８,０００円。前年度の実

績をもとに算出しており、前年同様の内容となっております。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介護サービス費１５０万３,００

０円。内容につきましては、平成２１年度より給付される制度で、高額療養費及び高額介
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護サービス費の自己負担限度額を超えた分を支給される制度に加え、さらにその自己負担

額を軽減する目的で、新たに医療費にかかった費用と介護にかかった費用を合算し、年額

で限度額が設けられ、限度額を超えた分は申請して、認められると後から支給される制度

で、前年度より１４０万円ほど増となっておりますが、前年の実績をもとに算出しており

ます。 

 ５項特定入所者介護サービス等費１項特定入所者介護サービス費８４０万１,０００円

です。前年の実績をもとに算出しており、前年同様の内容となっております。 

 ３１４ページをお願いします。 

 ３款地域支援事業費１項介護予防事業費１目介護予防特定高齢者施策事業費９８万円で

す。介護予防機能訓練事業に要する経費並びに生活機能評価事業に要する経費で、前年同

様の内容となっております。２目介護予防一般高齢者施策事業費２２７万８,０００円に

つきましては、介護予防普及啓発及び地域介護予防活動支援事業に要する経費で、２２年

度には、新たに運動学習療法であるフマネット運動を高齢者さんをモデル活動支援事業の

メニューに取り入れているほかは、前年同様の内容となっております。 

 ３１６ページです。 

 ３目予防施策評価事業費２,０００円は、介護予防評価事業にかかる事務経費でござい

ます。 

 ２項包括的支援事業任意事業費１目介護予防ケアマネージメント事業費１５６万４,０

００円。包括支援センターの運営に要する経費、介護予防マネージメントに要する経費及

び新予防給付マネージメントに要する経費で、前年同様の内容でございます。 

 次に、３１８ページの下段になります。 

 ２目権利擁護事業費２０万円は、青年後見人制度利用支援に要する経費で、前年同様の

内容でございます。 

 ３２０ページでございます。 

 ３目任意事業費１２３万円は、展示貸し出し用の福祉用具等にかかる修繕及び配食サー

ビスによる安否確認事業の委託料でございます。 

 ４款１項公債費１目利子４７万５,０００円です。一時借入金利子で前年同様となって

おります。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付金加算金１目第１号被保険者保険料還付金３万円につ

きましては、過年度分保険料還付金でございます。２目償還金１,０００円は、国庫負担

金等にかかる返還金としての科目存置をするものでございます。 

 ６款１項職員費１目職員給与費１,３１０万９,０００円は、職員２名分の人件費でござ

います。 

 ３２２ページでございます。 

 ７款１項１目予備費１０万円となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（村山修一君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（太田洋二君） 予算書の３３３ページをお願いいたします。 

 議案第８号平成２２年度目梨郡羅臼町老人保健事業特別会計予算でございます。 

 平成２２年度目梨郡羅臼町の老人保健事業特別会計の予算は、次に定めるところによる

ものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算でございます。 

 歳入歳出の総額をそれぞれ１４万９,０００円と定め、第２項で歳入歳出予算の款項の

区分及び区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によると定めております。 

 第２条は、一時借入金でございます。 

 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、１０

万円と定めるものでございます。 

 本会計につきましては、老人保健制度の廃止に伴いまして、平成２２年度まで整理期間

とされておりましたが、本年度が最終年となります。給付費並びに支給費につきまして、

２年間の遡及が許されていることから、それぞれ尐額ではありますが、過去の実績から予

算計上されております。 

 それでは、３３４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算で、歳入でございます。 

 １款１項支払い基金交付金４万１,０００円。 

 ２款国庫支出金１項国庫負担金２万６,０００円。 

 ３款道支出金１項道負担金６,０００円。 

 ４款繰入金１項一般会計繰入金７万５,０００円。 

 ５款諸収入１項雑入１,０００円。 

 歳入合計１４万９,０００円でございます。 

 次のページで、歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費３万７,０００円。 

 ２款１項医療諸費８万１,０００円。 

 ３款諸支出金１項償還金１,０００円。 

 ４款１項予備費３万円。 

 歳出合計は１４万９,０００円でございます。 

 続きまして、事項別明細書で御説明いたしますので、３４０ページをお願いいたしま

す。 

 歳入でございます。歳入につきましては、それぞれ歳出予算に対するルール分を計上し

ております。本年度予算のみ御説明させていただきます。 

 １款１項支払い基金交付金１目医療費交付金で４万円。２目審査支払い手数料交付金で

１,０００円でございます。 

 ２款国庫支出金１項国庫負担金１目医療費負担金で２万６,０００円でございます。 
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 ３款道支出金１項道負担金１目医療費負担金で６,０００円でございます。 

 ４款繰入金１項１目一般会計繰入金は７万５,０００円でございます。 

 ５款諸収入１項１目雑入の１,０００円は科目存置でございます。 

 次に、３４２ページをお願いします。歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で３万７,０００円でございます。共同電算

処理及び医療給付通知の委託料でございます。 

 ２款１項医療諸費１目医療給付費で５万円。２目医療支給費で３万円。３目支払い手数

料で１,０００円を計上してございます。 

 ３款諸支出金１項１目償還金の１,０００円は科目存置です。 

 ３４４ページで、４款１項１目予備費は３万円を計上してございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第９号の御説明をいたしますので、３４９ページをお願いします。 

 議案第９号平成２２年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計予算でございますで

ございます。 

 平成２２年度目梨郡羅臼町の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところ

によるものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算でございまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４,８４４万

６,０００円と定め、第２項で予算の款項の区分及び区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」によると定めております。 

 第２条は、一時借入金でございます。 

 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額を４,０

００万円と定めております。 

 第３条は、歳出予算の流用でございます。 

 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の流用が

できる場合は、次のとおりとしており、第１号で各項に計上した給料、職員手当及び共済

費にかかる予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用と定めております。 

 本会計につきましては、広域連合が実施する保健事業のうち、個人保険料負担及びルー

ル上の市町村負担のほか、窓口で行う事務経費並びに保険料徴収経費などを予算計上して

おります。 

 ３５０ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算で歳入でございます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料３,３５１万４,０００円。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料１,０００円。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１,４９２万８,０００円。 

 ４款１項繰越金１,０００円。 
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 ５款諸収入２,０００円。１項延滞金加算金及び過料１,０００円。２項雑入１,０００

円。 

 歳入合計は４,８４４万６,０００円です。 

 次のページで、歳出でございます。 

 １款総務費１５３万８,０００円。１項総務管理費１１９万２,０００円。２項徴収費３

４万６,０００円。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金４,６５９万７,０００円。 

 ３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１万１,０００円。 

 ４款１項予備費３０万円。 

 歳出合計は４,８４４万６,０００円です。 

 次に、事項別明細書で御説明いたしますので、３５６ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料で３,３５１万４,０００円です。現年度分の３,３

５０万５,０００円のうち、普通徴収で１,００５万１,０００円を計上しておりますが、

収納率は、ほぼ１００％を見込んでございます。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料１目督促手数料の１,０００円は科目存置でございま

す。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金で１,４９２万８,０００円です。広域

連合へ支払う事務費負担金分として２４１万２,０００円。歳出予算の事務費等にかかる

分として１８３万８,０００円。低所得者の軽減保険料町負担分で、保険基盤安定繰入金

１,０６７万８,０００円でございます。それぞれ実績による配分及びルール分により一般

会計から繰り入れるものでございます。 

 ４款１項１目繰越金の１０００円は科目存置です。 

 ５款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金で１,０００円。２項１目雑入の１,０

００円につきましても、科目存置です。 

 ３５８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で１１９万２,０００円です。保険業務にか

かる一般事務経費とシステム協議会の負担金でございます。 

 ２項徴収費１目賦課徴収費で３４万６,０００円です。賦課徴収にかかる事務経費でご

ざいます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で４,６５９万７,０００円です。１９節負

担金補助及び交付金でございまして、次のページで、広域連合へ支払う事務費負担金とし

て２４１万２,０００円。羅臼町内の後期高齢者医療保険の加入者が納める保険料です

が、保険料負担金として３,３５０万６,０００円。個人保険料の軽減分に対する町負担分

の保険基盤安定負担金１,０６７万９,０００円でございます。それぞれ実績による配分及
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びルール分によるものでございます。 

 ３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金１万１,０００円は、実績に

より保険料還付金として１万円。科目存置で還付加算金として１,０００円を計上してご

ざいます。 

 ４款１項１目予備費は３０万円を計上しております。 

 以上、歳入歳出それぞれ４,８４４万６,０００円で、前年比１２９万８,０００円の減

となっております。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 診療所事務長。 

○診療所事務長（工藤勝利君） それでは、３６５ページ、議案第１０号平成２２年度目

梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計予算。 

 平成２２年度目梨郡羅臼町の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７,６７３万４,０００円と定め

てございます。 

 ２項では、歳入歳出予算の区分及び金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 ２条では、一時借入金の最高限度額を２億５,０００万円と定めております。 

 第３条では、歳出予算の流用を定めております。歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定めているものでございます。 

 １号で、各項に計上した給与、職員手当及び共済費にかかる予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定めてございます。 

 ３６６ページです。 

 第１表、歳入歳出予算。歳入。 

 １款診療収入１項外来収入で１億５,１５３万７,０００円。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料で２５万４,０００円。 

 ３款道支出金１項道補助金で６５０万円。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金で１億１,８１７万円。 

 ５款１項繰越金１,０００円は科目存置です。 

 ６款諸収入１項雑入で２７万２,０００円。 

 歳入合計２億７,６７３万４,０００円でございます。 

 次に歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費で６,０１３万円。 

 ２款１項医業費９,６５４万７,０００円。 

 ３款１項公債費１,０３１万円。 

 ４款１項職員費１億８７４万７,０００円。 

 ５款１項予備費１００万円。 
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 歳出合計は、２億７,６７３万４,０００円でございます。 

 なお、詳細につきましては、事項別明細書で御説明申し上げます。 

 ３７２ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 １款診療収入１項１目外来収入で１億５,１５３万７,０００円。内容につきましては、

１節の診療収入現年度分から、８節のその他診療収入滞納繰越分まででございまして、説

明欄の３７３ページの説明にそれぞれ記載のとおりでございます。昨年度の実績等をベー

スに計上してございます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目各種使用料で２５万４,０００円は、前年同様の

内容でございます。 

 ３款道支出金１項道補助金１目北方領土隣接地域振興等事業補助金６５０万円につきま

しては、説明欄に記載のとおり、３分の２を見込んでいるものでございます。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金で１億１,８１７万円を見込んでいる

ものでございます。 

 ５款１項１目繰越金１,０００円は、科目存置です。 

 ６款諸収入１項１目雑入で２７万２,０００円は、昨年同様の内容でございます。 

 ３７６ページをお願いいたしまます。 

 歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で６,０１３万円は、施設管理運営に要する

経費でございまして、説明欄の３７７ページから３８１ページのそれぞれ記載のとおりで

ございまして、おおむね前年同様の内容でございます。 

 ３８０ページをお願いいたします。 

 ２款１項医業費１目医薬品衛生材料費２,８１０万円は、前年度の実績をベースに計上

してございます。 

 ２目医業諸費６,８４４万７,０００円。前年度の実績をベースをもとに計上してござい

ます。説明欄の３８１ページから３８３ページに記載のとおりでございまして、増額の主

な要因は、北広島病院等からの短期出張医の賃金が主なものでございます。 

 ３８２ページ。 

 ３款１項公債費１目元金９６６万円。町債の元利償還金でございます。２目利子６５万

円は、一時借入金利子で、前年同様でございます。 

 ４款１項職員費１目職員給与費１億８７４万７,０００円は、職員９名分の給与費を計

上してございます。 

 ３８４ページ。 

 ５款１項１目予備費１００万円は、前年同様の額でございます。 

 なお、本予算につきましては、去る２月２６日開催の第１回国保運営協議会に諮問し、

原案のとおり答申をいただいておりますことを御報告いたします。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 建設水道課長補佐。 

○建設水道課長補佐（石岡 章君） それでは、３９７ページをお開きください。 

 議案第１１号平成２２年度目梨郡羅臼町水道事業会計予算であります。 

 第１条で総則を定めております。 

 平成２２年度目梨郡羅臼町の水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものであ

ります。 

 第２条で、業務の予定量を定めております。 

 １号、給水戸数を２,７０２戸。 

 ２号、年間総給水量６８万２,９０８立方メートル。 

 ３号、１日平均給水量１,８７１立方メートル。 

 ４号、主たる建設改良事業として、栄町配水管布設替工事３００万円とそれぞれ定めて

おります。 

 第３条で、収益的収入及び支出の予定額を定めています。 

 収入で第１款水道事業収益２億３,２５８万１,０００円。第１項営業収益２億１,９１

３万円。第２項営業外収益１,３４５万１,０００円。 

 支出で第１款水道事業費用２億３,２５８万１,０００円。第１項営業費用１億６,８１

４万９,０００円。第２項営業外費用６,４３３万２,０００円。第３項予備費１０万円。 

 収益的収入及び支出の総額は、前年より２,６９１万４,０００円の減となっておりま

す。 

 ３９８ページをお願いいたします。 

 第４条で、資本的収入及び支出の予定額を定めています。 

 収入で第１款資本的収入１億２,３２９万円。第１項出資金１億２,３２９万円。 

 支出で第１款資本的支出１億２,３２９万円。第１項建設改良費２,４９６万５,０００

円。第２項企業債償還金９,８３２万５,０００円。 

 資本的収入及び支出の総額は、前年より４,２６９万８,０００円の減で、借り換え債が

２１年度で終わったことによるのであります。 

 第６条で一時借入金の最高限度額を２億円と定めております。 

 第７条で議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めております。 

 次に、４００ページをお願いいたします。 

 平成２２年度目梨郡羅臼町水道事業会計予算実施計画。 

 収益的収入及び支出につきまして御説明申し上げます。 

 内容につきましては、備考欄のとおりでございますので、金額のみ申し上げます。 

 収入であります。 

 第１款水道事業収益第１項営業収益１目給水収益２億１,８９９万８,０００円。２目受

託給水工事収益１０万円。３目その他営業収益３万２,０００円。 
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 第２項営業外収益１目受取利息５万円。２目雑収入８万円。３目他会計補助金１,３１

９万４,０００円。４目過年度消費税１２万７,０００円。 

 支出であります。 

 第１款水道事業費用１項営業費用１目原水浄水費４,６０２万２,０００円。２目配水給

水費２,８３２万３,０００円。３目受託給水工事費１０万円。４目総係費１,５３９万２,

０００円。５目減価償却費７,７０１万７,０００円。６目資産減耗費１２９万５,０００

円。 

 第２項営業外費用１目支払い利息５,５５９万６,０００円。２目雑支出で１００万円。

３目消費税で７７３万６,０００円。 

 ３項１目予備費１０万円。 

 ４０２ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出であります。 

 収入であります。 

 第１款資本的収入１項１目出資金１億２,３２９万円。 

 支出であります。 

 第１款資本的支出１項建設改良費１目配水設備改良費６５０万円。２目営業設備費１,

８４６万５,０００円。 

 第２項１目企業債償還金９,８３２万５,０００円。それぞれ企業債の償還金を計上して

おります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 総務企画財政課長。 

○総務企画財政課長（寺澤哲也君） それでは、議案の４９ページをお願いたします。 

 議案第１２号職員の給料に関する条例の一部を改正する条例制定について。 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものでありま

す。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 内容でありますが、職員の住居手当の改正でありまして、自己の所有にかかる住宅に住

居している職員で、世帯主に対して支給している住居手当、月額「１万円」を「５,００

０円」に改正するものであります。 

 附則として、この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 なお、参考資料の資料１に新旧対照表を記載しております。 

 続きまして、議案の５１ページをお願いたします。 

 議案第１３号職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について。 

 職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものであ
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ります。 

 ５２ページをお願いいたします。 

 職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例。 

 職員の給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

 内容でありますが、職員の給料月額につきましては、平成１７年度は１００分の５、１

８年度から２１年度までは、給料月額に１００分の１０を乗じて得た額を減じて支給して

まいりましたが、今回はこの率を「１００分の１０」から「１００分の８」に改正するも

のであります。 

 附則として、この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 なお、参考資料の資料２に新旧対照表を記載しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 議案の説明が終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 あす９日は休会といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、あす９日は、会議規則第９条第２項の規定により、休会とします。 

 なお、１０日は午前１０時開議といたします。 

 １０日の議事日程は、当日配付いたします。 

 本日は、これで散会いたします。 

 ありがとうございました。 

午後 ３時１９分 散会
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